
じ
か
た
し
ょ

地
方
書
に
み
る
近
世
の
村
落
類
型
観

米

家

泰

作

【
要
約
】
　
村
落
を
農
村
・
山
村
・
漁
村
に
分
類
す
る
視
点
は
近
代
の
所
産
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
似
た
村
落
類
型
観
が
近
世
に
も
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は

「
里
方
」
・
「
山
方
」
・
「
貴
方
（
浜
方
）
」
・
「
野
方
」
そ
の
他
の
村
落
類
型
か
ら
成
る
も
の
で
、
主
と
し
て
　
八
蹟
紀
以
降
の
幕
府
の
地
方
役
人
に
よ
る
地

方
書
、
お
よ
び
そ
の
影
響
下
に
あ
る
地
方
書
に
兇
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
北
心
遣
に
は
、
「
里
方
」
以
外
の
諸
類
型
に
対
し
て
、
農
業
以
外
の
収
入
を
貢

租
額
査
定
に
積
極
的
に
考
慮
し
よ
う
と
す
る
判
断
が
働
い
て
い
た
。
し
か
も
地
方
書
に
お
け
る
「
出
方
」
は
、
～
方
で
は
山
稼
が
奨
励
さ
れ
、
他
方
で
は

「
耕
作
第
一
」
で
な
い
こ
と
が
否
定
的
に
言
及
さ
れ
て
お
り
、
上
姓
の
生
業
を
農
業
と
稼
に
区
分
し
よ
う
と
す
る
近
世
の
価
値
観
の
狭
間
に
立
た
さ
れ
て

い
た
。
そ
こ
に
は
、
石
高
制
を
前
提
と
し
た
農
業
中
心
主
義
的
な
立
場
か
ら
、
支
配
下
の
諸
書
を
備
鰍
す
る
地
方
役
人
の
視
線
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
三
巻
六
号
　
二
〇
〇
〇
年
［
［
薄

地方書にみる近世の村落類型観（米家）

［
　
は
　
じ
　
め
　
に

農
村
・
山
村
・
漁
村
。
一
括
し
て
「
農
山
漁
村
」
と
も
言
わ
れ
る
村
落
の
三
類
型
は
、
行
政
や
教
育
に
お
い
て
馴
染
み
深
い
語
句
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
に
村
落
を
三
つ
に
分
類
す
る
視
点
は
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
歴
史
地
理
学
の
立
場
か
ら
日

　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

本
の
山
村
を
テ
ー
マ
と
し
て
き
た
が
、
先
稿
に
お
い
て
、
研
究
の
前
提
で
あ
る
「
山
村
」
概
念
自
体
が
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
疑
問
を
抱
い
た
。
こ
れ
に
部
分
的
に
答
え
て
く
れ
る
の
が
、
大
正
・
昭
和
初
期
の
農
林
省
に
お
い
て
「
農
山
漁
村
（
農
事
山
村
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
行
政
用
語
と
し
て
一
般
化
し
た
経
緯
を
跡
づ
け
た
関
戸
明
子
の
研
究
で
あ
る
。
関
戸
は
さ
ら
に
、
「
山
村
」
の
語
が
中
世
後
期
に
詩
語
と
し
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て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
も
触
れ
、
漢
詩
に
お
け
る
「
山
村
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
明
治
期
に
継
承
さ
れ
た
と
も
推
測
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
「
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

山
漁
村
」
の
直
接
の
起
源
が
近
代
の
農
林
省
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
村
落
類
型
に
関
わ
る
語
彙
が
中
世
後
期
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
分
か
る
が
、

村
落
を
類
型
化
す
る
視
点
が
近
代
に
突
如
成
立
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
類
似
の
視
点
が
近
代
以
前
に
す
で
に
成
立
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題

が
残
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
は
、
村
落
を
類
型
化
す
る
視
点
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
か
、
と
り
わ
け
「
山
村
」
に
相
当
す
る
村
落
類
型
が
ど
の
よ
う
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、
近
世
の
村
落
類
型
観
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。
近
世
に
着
目
す
る
理
由
と
し
て
は
、
①

中
世
後
期
の
詩
語
「
山
村
」
は
直
ち
に
村
落
類
型
に
結
び
つ
く
と
は
言
え
ず
、
ま
た
「
農
村
」
の
語
が
近
世
初
頭
の
『
日
葡
辞
書
』
な
ど
に
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

え
な
い
こ
と
か
ら
、
村
落
の
三
類
型
が
中
世
末
期
に
す
で
に
確
立
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
、
②
中
世
山
村
の
史
料
に
お
い
て
「
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

村
」
に
該
当
す
る
語
句
が
見
え
な
い
の
に
対
し
て
、
近
世
山
村
の
村
方
史
料
に
は
山
地
に
位
置
す
る
村
で
あ
る
こ
と
を
自
己
主
張
す
る
文
言
が

散
見
さ
れ
る
こ
と
、
③
林
業
・
薪
炭
生
産
、
そ
し
て
漁
業
の
興
隆
が
、
山
村
と
農
村
、
漁
村
と
農
村
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
強
め
た
で
あ
ろ
う
こ

⑦と
、
④
農
山
漁
村
を
石
高
舗
に
よ
っ
て
包
摂
す
る
幕
藩
体
制
が
確
立
し
た
結
果
、
支
配
領
域
下
の
村
落
を
術
鰍
的
に
分
類
す
る
必
要
が
生
じ
た

可
能
性
が
あ
っ
た
、
と
い
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
特
に
最
後
の
④
点
目
は
、
本
稿
の
問
題
意
識
に
と
っ
て
重
要
な
点
で
あ
る
。
村
落
を
類
型
化
す
る
と
い
う
視
点
は
、
単
な
る
語
彙
や
用
語
の

問
題
で
は
な
く
、
国
土
空
間
も
し
く
は
支
配
領
域
の
認
識
と
把
握
の
し
か
た
に
強
く
関
わ
っ
て
お
り
、
特
定
の
政
治
経
済
的
立
場
と
不
可
分
に

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
に
対
し
て
、
例
え
ば
「
農
山
漁
村
」
は
生
業
形
態
に
即
し
た
客
観
的
な
分
類
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
価

値
判
断
が
入
り
込
む
余
地
は
無
い
と
い
う
意
見
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
農
山
漁
村
」
と
い
う
概
念
は
、
世
界
の
ど
こ
に
で
も
普
遍
的
に
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
超
歴
史
的
に
成
立
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
「
農
山
漁
村
」
で
あ
れ
、
別
の
形
の
村
落
類
型
で
あ
れ
、
そ
れ
を

前
提
と
す
る
こ
と
自
体
が
一
つ
の
立
場
で
あ
り
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
村
落
像
で
あ
る
こ
と
を
、
本
稿
で
は
問
題
と
し
た
い
。
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地方書にみる近世の村落類型観（米家）

①
拙
稿
「
前
近
代
日
本
の
山
村
を
め
ぐ
る
三
つ
の
視
角
と
そ
の
再
検
討
」
人
文
地

　
理
嚥
九
－
六
、
一
九
九
七
、
二
二
～
四
二
頁
。

②
従
来
の
「
山
村
」
概
念
の
諸
定
義
と
そ
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
、
a
藤
田
佳
久

　
『
日
本
の
山
村
』
地
入
書
房
、
一
九
八
｝
、
二
三
～
三
三
頁
（
第
二
章
）
。
b
田

　
畑
久
夫
「
出
村
研
究
ノ
ー
ト
ー
人
文
地
理
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
ー
」
日
本

　
文
化
史
研
究
一
一
、
～
九
八
九
、
～
～
四
六
頁
。
c
白
水
智
「
文
献
史
学
と
山
村

　
研
究
」
日
本
史
学
集
録
～
九
、
｝
九
九
六
、
一
～
　
八
頁
。
大
き
く
分
け
て
「
山

　
村
」
概
念
の
定
義
は
、
（
一
）
自
治
体
を
「
山
村
」
と
認
定
す
る
基
準
を
人
口
動

　
態
や
林
野
率
な
ど
か
ら
設
定
す
る
立
場
と
、
（
二
）
山
地
に
適
応
し
た
生
業
体
系

　
や
山
村
独
自
の
文
化
を
も
つ
村
落
を
讐
山
村
扁
と
し
て
規
定
す
る
立
場
に
分
か
れ

　
る
。
（
一
）
は
一
般
に
門
山
村
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
を
追
認
す
る
形
で
基
準
を
数

　
値
化
す
る
立
場
で
あ
り
、
定
義
の
根
拠
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
（
二
）
は

　
民
俗
学
や
文
化
地
理
学
の
立
場
で
あ
る
が
、
循
環
論
法
的
な
定
義
と
な
る
の
が
弱

　
点
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
山
村
」
が
「
農
村
」
や
「
漁
村
」
と
と
も
に

　
村
落
の
分
類
法
と
し
て
社
会
的
に
受
容
さ
れ
て
い
る
状
況
そ
の
も
の
を
問
題
と
し

　
て
組
み
込
ん
だ
定
義
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

③
関
戸
明
子
『
村
落
社
会
の
空
問
構
成
と
地
域
変
容
隔
大
明
堂
、
二
〇
〇
〇
、
一

　
七
五
～
二
一
八
頁
（
第
二
部
第
一
章
）
。

④
近
世
初
頭
の
『
日
葡
辞
書
』
は
「
農
村
」
の
語
を
収
録
し
て
い
な
い
も
の
の
、

　
G
o
き
ω
§
（
山
村
）
と
O
島
。
ω
曾
（
漁
村
）
の
語
を
記
載
し
て
お
り
、
こ
の
二
語

　
は
遅
く
と
も
室
町
中
期
に
は
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
a
土
井
忠
生
・
森
田
武
・
長

　
南
実
績
訳
㎎
邦
訳
日
葡
辞
書
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
○
、
三
〇
二
・
五
五
六
頁
。

　
b
室
町
時
代
語
辞
典
編
修
委
員
会
編
糊
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編
　
二
』

　
三
省
堂
、
一
九
八
九
、
五
九
六
頁
。
c
同
編
『
同
三
㎞
同
、
一
九
九
四
、
二
〇

　
一
頁
。

⑤
前
掲
④
a
。
室
町
時
代
語
辞
典
編
修
委
員
会
編
噸
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時

　
代
編
　
四
睡
三
省
堂
、
二
〇
〇
〇
、
に
お
い
て
も
、
「
燧
夫
」
・
「
平
入
」
・
「
農
民
扁

　
の
語
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
「
農
村
扁
は
立
項
さ
れ
て
い
な
い
。

⑥
こ
こ
で
は
、
近
江
国
替
川
・
土
佐
図
大
壷
荘
と
い
っ
た
山
地
に
成
立
し
た
所
領

　
の
史
料
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

⑦
例
え
ば
大
石
慎
三
郎
は
あ
る
通
史
の
な
か
で
、
「
農
村
と
対
応
す
る
山
村
・
漁

　
村
の
成
立
も
ま
た
近
世
社
会
の
特
徴
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
井
上
光
貞
・

　
永
原
慶
二
・
児
玉
下
多
・
大
久
保
利
謙
直
心
日
本
歴
史
大
系
普
及
版
一
〇
　
幕
藩

　
体
制
の
展
開
と
動
揺
　
上
隔
山
川
出
版
社
、
　
一
九
九
六
、
　
｝
｝
三
頁
。
ま
た
、
そ

　
の
端
的
な
素
描
例
と
し
て
、
都
市
・
農
村
・
山
村
・
海
村
と
い
う
四
つ
の
「
経
済

　
セ
ク
タ
ー
」
を
提
示
す
る
、
内
阻
星
美
「
鎖
国
が
生
ん
だ
資
源
自
給
の
シ
ス
テ

　
ム
」
（
川
勝
平
太
編
『
「
鎖
国
扁
を
開
く
』
同
文
舘
、
二
〇
〇
〇
）
一
六
九
～
一
七

　
九
頁
、
を
挙
げ
て
お
く
。

⑧
歴
史
的
に
も
空
問
的
に
も
普
遍
的
な
村
落
類
型
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
は

　
ず
で
あ
る
が
、
従
来
の
「
山
村
」
概
念
の
諸
定
義
に
お
い
て
は
そ
の
点
が
十
分
注

　
意
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
の
な
か
で
竹
内
啓
一
が
、
「
山
村
と
い
う

　
概
念
が
、
世
界
の
ど
こ
で
で
も
普
遍
的
に
存
在
す
る
わ
け
で
な
い
」
、
「
山
村
を
厳

　
密
に
定
義
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
国
ご
と
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
地
域
ご
と
に
異

　
な
っ
た
基
準
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
扁
と
述
べ
て
い
る
の
が
、
筆
者
に
と

　
っ
て
示
唆
的
で
あ
っ
た
。
竹
内
啓
一
「
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
由
村
問
題
」
山
村
研

　
究
年
報
四
、
一
九
八
三
、
二
頁
。
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二
　
史
料
と
方
法

4 （940）

　
1
　
史
料
の
選
択
に
つ
い
て

　
近
世
の
村
落
類
型
観
を
直
接
問
題
と
し
た
先
行
研
究
は
、
管
見
の
限
り
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
近
世
の
幕
藩
体
制
に
お
い

て
は
、
村
落
類
型
の
構
築
や
分
類
作
業
が
政
治
史
の
表
舞
台
で
議
論
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
争
点
と
な
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
近
世
史
家
の
関
心
を
引
く
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
翻
刻
さ
れ
た
幕
府
法
令
を
通
覧
し
た
限
り
で
は
、
村
落
類

型
の
構
築
を
法
的
に
意
図
し
た
動
き
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
村
落
類
型
に
よ
っ
て
村
の
処
遇
が
明
確
に
切
り
替
わ
る
よ
う
な
制
度
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

幕
府
に
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
「
農
山
漁
村
」
に
対
置
で
き
そ
う
な
「
里
方
」
・
「
山
方
」
・
「
浦
方
」
と
い
っ
た
村
落
類
型
的
な

語
彙
を
、
諸
法
令
の
中
に
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
る
。
次
の
い
わ
ゆ
る
「
慶
安
の
御
触
書
」
か
ら
の
抜
粋
は
、
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。

　
　
　
一
、
山
方
は
山
の
か
せ
き
、
受
方
は
浦
々
の
か
せ
き
、
夫
々
に
ご
・
ろ
を
付
、
毎
日
ゆ
た
ん
な
く
、
身
を
を
し
ま
す
か
せ
き
可
申
事
。
風
雨
又
は
煩
、
隙

　
　
入
候
事
も
こ
れ
あ
る
へ
き
間
、
か
せ
き
に
て
も
ふ
け
候
も
の
、
む
さ
と
つ
か
ひ
候
は
ぬ
や
う
に
仕
る
べ
き
事
。

　
　
　
一
、
山
方
・
振
方
に
は
人
居
も
多
く
、
不
慮
な
る
か
せ
き
も
在
之
、
山
方
に
て
は
薪
材
木
を
出
し
、
か
牢
乎
を
売
買
し
、
浦
か
た
に
て
は
、
塩
を
焼
、
魚

　
　
を
と
り
、
商
売
仕
る
に
付
、
い
つ
も
か
せ
き
は
、
こ
れ
あ
る
へ
き
と
存
し
、
以
来
の
分
別
も
な
く
、
儲
候
物
を
も
当
座
当
座
に
む
さ
と
つ
か
ひ
候
ゆ
ゑ
、

　
　
き
ん
の
年
な
と
は
・
里
か
た
の
百
姓
よ
り
天
上
或
心
聖
戦
餓
死
す
る
も
の
も
多
く
在
之
と
相
塑
候
賢
き
、
ん
の
年
の
募
つ
ね
つ
ね
否
忘
鞠
・

村
落
を
類
型
化
し
て
対
比
す
る
見
方
が
近
世
期
の
領
主
側
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
百
姓
に
対
し
て
も
表
明
さ
れ
る
機
会
が
あ

っ
た
こ
と
が
、
右
の
文
例
か
ら
窺
え
る
。
お
そ
ら
く
近
世
の
村
落
類
型
観
と
は
、
法
的
な
制
度
と
し
て
定
義
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
に
も
か
か

わ
ら
ず
右
の
よ
う
に
語
彙
と
し
て
は
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
決
し
て
特
殊
な
観
念
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。　

そ
の
よ
う
な
観
念
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
史
料
を
糸
口
と
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
序
章
で
触
れ
た
よ
う
に
村
落
を
類
型
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化
す
る
視
点
が
国
土
空
間
も
し
く
は
支
配
領
域
の
認
識
と
把
握
に
関
わ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
近
世
に
お
い
て
村
落
類
型
観
を
日
常
的
に
強
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
か
た

意
識
し
て
い
た
の
は
、
支
配
領
域
下
の
数
多
く
の
村
落
の
実
態
を
把
握
し
、
傭
鰍
的
に
豆
苗
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
方
行
政
の
現
場
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
か
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
か
た
し
ょ

は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
地
方
役
人
の
執
務
内
容
を
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
し
た
地
方
書
を
手
が
か
り
と
し
て
、
そ
こ
に
表
れ

た
地
方
役
入
の
村
落
像
を
議
論
の
切
り
口
と
し
た
い
。
地
方
書
は
、
実
務
的
な
内
容
に
終
始
し
が
ち
な
こ
と
と
史
料
批
判
上
の
問
題
の
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

必
ず
し
も
上
質
の
史
料
と
は
み
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
近
年
勝
矢
倫
生
が
具
体
的
に
示
し
た
よ
う
に
、
法
令
の
形
で
は
明
示
さ
れ
に

く
い
地
方
役
人
の
農
政
観
を
探
る
に
は
、
地
方
書
は
法
令
以
上
に
適
し
た
史
料
で
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
こ
に
表
れ
た
農
政
観
と
は
、
行
政
の
上
層

部
が
抱
い
て
い
た
高
度
に
政
治
的
な
農
政
観
で
は
な
く
、
ま
た
百
姓
の
側
が
抱
い
て
い
た
農
政
観
で
も
な
く
、
行
政
の
末
端
部
に
位
置
す
る
地

方
役
人
が
経
験
的
に
得
た
農
政
観
で
あ
る
が
、
本
稿
の
よ
う
に
行
政
の
現
場
に
お
け
る
村
落
像
を
探
ろ
う
と
す
る
に
際
し
て
は
、
か
え
っ
て
相

応
し
い
史
料
で
あ
る
。
と
り
わ
け
地
方
書
に
は
、
傾
斜
の
方
位
・
日
照
・
用
水
の
状
態
、
あ
る
い
は
遊
民
の
多
少
に
着
目
し
て
、
村
落
の
立
地

条
件
や
繁
栄
の
程
度
を
評
価
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
村
落
行
政
を
担
当
す
る
地
方
役
人
に
と
っ
て
、
支
配
下
の
諸
村
を
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

よ
う
に
評
価
し
、
類
型
的
に
把
握
し
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
、
実
務
上
の
関
心
事
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
法
令
に
は
見
い
だ
さ

れ
に
く
い
領
主
側
の
村
落
像
も
し
く
は
村
落
観
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
本
稿
は
右
の
理
由
か
ら
地
方
書
を
主
た
る
史
料
と
す
る
た
め
、
議
論
が
領
主
側
と
り
わ
け
地
方
役
人
の
視
点
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
領
主
側
で
な
く
村
落
側
の
村
方
文
書
か
ら
村
落
類
型
観
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
う
る
可
能
性
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し

て
比
較
的
参
考
に
な
る
事
例
と
し
て
、
　
八
世
紀
前
半
の
上
野
国
山
中
領
の
村
夫
が
、
「
山
稼
の
村
」
で
あ
る
こ
と
を
自
己
主
張
し
つ
つ
幕
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
御
林
設
定
に
対
抗
し
た
事
例
を
、
佐
藤
孝
之
が
議
論
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
筆
者
も
ま
た
、
一
八
世
紀
の
幕
府
領
の
山
村
が
諸
役
免

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

除
を
訴
え
る
際
に
、
山
地
農
業
の
条
件
の
劣
悪
さ
を
訴
え
た
例
を
扱
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
村
議
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
事
件
に

際
し
て
、
自
村
の
生
業
上
の
特
徴
を
述
べ
た
ケ
ー
ス
は
決
し
て
珍
し
く
な
い
と
思
わ
れ
、
そ
の
意
昧
で
、
例
え
ば
近
世
の
山
村
が
「
山
村
」
な

ら
で
は
の
生
業
や
立
地
条
件
の
特
色
を
意
識
す
る
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
幾
つ
か
の
近
世
山
村
の
村
方
文
書
を
検
討

5 （941）



し
た
筆
者
の
経
験
で
は
、
よ
り
広
い
地
域
の
な
か
で
他
の
村
落
類
型
と
比
較
し
つ
つ
、
自
ら
の
村
を
一
つ
の
類
型
と
し
て
位
置
づ
け
る
よ
う
な

視
点
は
、
村
方
文
書
に
は
意
外
に
見
い
だ
し
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
村
落
類
型
に
よ
っ
て
村
の
処
遇
が
明
確
に

切
り
替
わ
る
よ
う
な
法
的
な
制
度
が
存
在
し
な
い
限
り
、
あ
る
村
が
村
落
類
型
で
い
え
ば
何
に
該
当
す
る
か
、
例
え
ば
「
農
村
」
に
当
た
る
の

か
「
山
村
」
に
当
た
る
の
か
と
い
っ
た
事
柄
が
、
村
落
側
で
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
た
め
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
村
落

を
類
型
化
す
る
視
点
は
、
類
型
化
の
対
象
と
な
る
村
の
側
に
で
は
な
く
、
諸
村
を
比
較
す
る
立
場
に
あ
る
地
方
行
政
の
現
場
に
お
い
て
、
よ
り

強
く
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

6　（942）

　
2
　
地
方
書
の
活
用
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
地
方
書
を
主
た
る
史
料
と
す
る
が
、
そ
の
活
用
に
は
史
料
批
判
上
の
注
意
点
が
多
い
。
表
1
に
示
し
た
よ
う
に
、
か
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

瀧
本
誠
一
と
小
野
武
夫
が
翻
刻
し
た
地
方
書
は
福
島
〇
点
に
達
し
、
そ
の
後
も
少
数
な
が
ら
地
方
書
は
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
「
地
方
書
自
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

を
対
象
に
し
て
そ
の
特
色
や
推
移
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
研
究
は
乏
し
い
」
。
例
外
的
に
、
古
島
敏
雄
に
よ
る
言
及
、
永
井
義
螢
に
よ
る
近
世

初
期
地
方
書
の
検
討
、
朴
花
実
に
よ
る
㎎
地
方
凡
例
録
臨
を
め
ぐ
る
地
方
書
相
互
の
影
響
関
係
の
整
理
、
そ
し
て
荒
川
秀
俊
の
示
唆
的
な
コ
メ

　
　
　
　
⑪

ン
ト
が
あ
る
。

　
今
、
右
四
者
の
示
し
た
諸
点
、
な
ら
び
に
表
1
に
掲
げ
た
約
七
〇
点
の
地
方
書
を
通
読
し
た
筆
者
が
気
づ
い
た
史
料
批
判
上
の
問
題
点
を
整

理
す
れ
ば
、
（
一
）
地
方
書
が
書
籍
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
確
立
す
る
の
は
一
八
世
紀
初
頭
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
地
方
書
は
概
し
て
短
く
、
し

か
も
農
書
と
未
分
離
な
性
格
を
帯
び
て
い
た
。
た
だ
し
一
七
世
紀
の
地
方
書
の
紹
介
と
検
討
は
、
決
し
て
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
。
（
二
）

一
八
世
紀
以
降
の
地
方
書
は
、
①
既
存
地
方
書
の
流
用
と
再
編
集
を
特
色
と
す
る
。
特
に
一
八
世
紀
後
期
以
降
、
汎
用
的
で
没
個
性
的
な
知
識

体
系
の
構
築
が
追
求
さ
れ
、
集
大
成
的
な
大
部
の
地
方
書
が
登
場
し
た
が
、
必
ず
し
も
内
容
は
深
化
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
②
そ
の
た
め

諸
藩
や
民
間
学
者
な
ど
幕
府
関
係
者
以
外
の
手
に
な
る
地
方
書
で
あ
っ
て
も
、
特
定
の
所
領
で
の
み
通
用
す
る
内
容
を
意
図
す
る
の
で
な
く
、
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表
1
　
翻
刻
さ
れ
た
地
方
書
の
概
要

年
　
　
　
記

書
　
　
名

編
　
著
　
者

村
落
類
型
的
語
彙
（
村
柄
に
関
わ
る
語
彙
）

瓦
・
　
処
妻
　
　
ま

o
　
．
　
．
　
o
　
．
　
．
　
．
　
，
　
．
　
．
　
，
　
甲
　
，
　
，
　
「
　
，
　
曾
　
曾
　
e
　
曾
　
◆
　
■
　
■
　
●
　
噛
　
■
△
桑
名
藩
主
松
平
定
網

（
※
上
郷
下
郷
之
晶
々
）
（
※
上
郷
下
郷
之
訳
）
　
　
唖
　
「
　
レ
　
■
　
，
　
●
　
■
　
■
　
●
　
o
　
．
　
．
　
o
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
．
　
，
　
・
　
唖

享
保
閥
（
一
七
～
九
）

7　（943）
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寛
政
一
〇
（
｝
七
九
八
）
写

地
方
問
答
記

ム
同
右

（
村
柄
・
村
之
善
悪
）

地
8

落
穂
籾
拾
集

企
石
見
国
青
木
魯
石

地
8

9　（945）



成
立
年
不
詳

（
註
）
　
縦
の
実
践
は
半
世
紀
ご
と
の
区
切
り
を
示
す
。
轡
黒
藻
の
丸
数
字
は
ほ
ぼ
同
内
容
の
異
本
を
示
す
。
編
著
者
欄
の
騒
は
幕
府
関
係
者
・
△
は
諸
藩

　
　
が
関
わ
っ
た
地
方
区
を
示
し
、
○
は
民
閏
か
ら
作
成
さ
れ
た
地
方
書
を
示
す
。
典
拠
欄
の
叢
・
続
・
大
・
地
・
農
・
代
官
は
、
本
文
注
⑨
a
『
日
本

　
　
経
済
叢
書
㎞
・
b
『
続
日
本
経
済
叢
書
』
・
c
㎎
鹿
本
経
済
大
典
㎞
・
d
『
近
世
地
方
経
済
史
料
㎞
・
e
㎎
日
本
農
民
史
料
二
巴
』
、
お
よ
び
村
上
直
校

　
　
訂
『
江
戸
幕
府
郡
代
代
官
史
料
集
臨
近
藤
出
版
社
、
一
九
八
一
、
を
指
す
。
な
お
本
革
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
本
文
注
⑪
の
諸
論
考
、
本
文
三
章

　
　
注
⑥
葱
沢
淳
男
『
幕
領
陣
屡
と
代
官
支
配
』
、
お
よ
び
竹
内
理
三
・
滝
沢
武
雄
編
噸
新
装
版
史
籍
解
題
辞
典
　
下
巻
近
世
編
』
東
京
堂
出
版
、
一
九

　
　
九
九
、
を
適
宜
参
照
し
た
。
〈
1
＞
天
明
三
年
（
　
七
八
一
二
）
に
関
戸
島
雄
が
和
訳
を
挿
入
し
た
『
牧
罠
後
判
国
字
解
㎏
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
〈
2
＞
所

　
　
三
男
「
寛
文
版
『
地
方
聞
轡
』
に
就
て
」
社
会
経
済
史
学
九
⊥
～
、
一
九
三
九
、
七
三
～
九
六
頁
。
〈
3
＞
著
者
は
延
宝
期
の
幕
府
代
官
神
尾
忠
儀
の

　
　
孫
に
当
た
る
。
な
お
林
大
学
頭
信
言
に
よ
る
宝
暦
三
年
（
　
七
五
三
）
の
序
を
持
つ
。
〈
4
＞
大
蔵
省
編
『
日
本
財
政
経
済
史
料
隔
～
○
、
財
政
経
済
学

　
　
会
、
一
九
二
三
、
一
〇
三
五
～
一
〇
七
六
頁
。
〈
5
＞
翻
刻
さ
れ
た
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
の
写
本
は
元
禄
本
と
は
ほ
と
ん
ど
差
異
が
な
い
と
さ
れ

　
　
る
。
〈
6
＞
著
者
は
甲
府
郡
代
平
岡
和
宙
の
後
幅
ど
も
推
測
さ
れ
て
い
る
。
〈
7
＞
山
墜
龍
雄
・
飯
沼
二
郎
・
閥
光
男
編
『
日
本
農
省
全
集
㎞
二
八
、
農

　
　
山
漁
村
文
化
協
会
、
三
～
九
五
頁
。
〈
8
＞
村
上
滋
校
訂
噌
新
訂
民
間
潮
岬
睡
有
隣
社
、
一
九
九
六
。
〈
9
＞
広
島
県
編
糊
広
島
県
史
近
世
史
料
三
二
㎞

　
　
広
島
県
、
一
九
七
六
、
七
六
二
～
七
九
五
頁
。
〈
1
0
＞
十
四
巻
は
別
人
の
追
加
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
〈
1
1
＞
著
者
の
父
は
享
保
一
九
年
（
一
七
三
四
）

　
　
に
西
国
御
代
官
所
に
赴
任
し
て
お
り
、
本
書
は
父
と
兄
の
知
識
を
ま
と
め
た
体
裁
を
取
る
。
〈
1
2
＞
慶
応
二
年
（
～
八
六
六
）
の
大
倉
儀
に
よ
る
校
正
本
。

　
　
〈
1
3
＞
滝
本
誠
～
編
『
佐
藤
信
淵
家
学
金
集
短
中
、
岩
波
書
店
、
一
～
一
九
二
頁
。
〈
1
4
＞
㎎
初
等
数
学
古
典
輪
所
収
翻
刻
は
未
兇
の
た
め
富
康
県
農
政

　
　
課
編
『
算
法
地
方
指
南
随
～
九
六
四
、
を
用
い
る
。
〈
1
5
＞
村
上
直
・
荒
川
秀
俊
校
訂
噸
算
法
地
方
大
成
』
近
藤
出
版
社
、
一
九
七
六
。
〈
1
6
＞
廿
日
市

　
　
町
編
『
廿
日
市
町
史
　
資
料
編
二
瞼
廿
日
市
町
、
一
九
七
五
、
四
五
～
一
〇
三
頁
。
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石
高
制
を
基
礎
と
し
、
幕
府
の
地
方
行
政
の
や
り
方
に
準
拠
し
た
知
識
体
系
の
提
示
を
意
図
し
た
も
の
が
多
い
。
③
た
だ
し
一
方
で
は
、
藩
法

を
基
礎
と
し
、
藩
独
自
の
内
容
に
特
化
し
た
地
方
書
や
、
用
語
解
説
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
、
書
類
の
雛
形
の
羅
列
や
貢
租
計
算
の
練
習
問
題

な
ど
、
特
定
の
目
的
に
内
容
を
限
定
し
た
地
方
書
も
見
ら
れ
た
。
（
三
）
一
八
世
紀
以
降
の
主
要
な
地
方
書
は
ほ
ぼ
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
で
も
な
お
紹
介
の
遅
れ
て
い
る
重
要
な
地
方
書
が
あ
る
。
（
四
）
い
っ
た
ん
成
立
し
た
地
方
書
が
同
書
名
の
ま
ま
さ
ら
に
改
変
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
、
底
本
の
選
定
が
不
十
分
な
翻
刻
が
み
ら
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
未
翻
刻
地
方
書
の
紹
介
や
地
方
書
総
体
の
史
料
批
判
的
検
討
は
、
筆
者
が
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
本

稿
で
は
右
の
（
一
）
・
（
三
）
・
（
四
）
の
点
に
完
全
に
応
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
幸
い
翻
刻
さ
れ
た
地
方
書
が
か
な
り
の
量
に
達
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

こ
れ
ら
多
数
の
地
方
書
を
序
章
で
述
べ
た
問
題
関
心
か
ら
通
覧
す
れ
ば
、
村
落
類
型
観
に
関
わ
る
記
述
が
ど
の
時
期
か
ら
現
れ
、
そ
れ
が
ど
の

よ
う
に
推
移
す
る
か
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
際
、
個
々
の
地
方
書
の
も
つ
文
脈
や
編
者
の
立
場
の
差
異
が
問
題
と
な
る
が
、

（
二
）
①
②
に
整
理
し
た
よ
う
に
一
八
世
紀
以
降
の
地
方
書
の
多
く
は
先
行
地
方
書
の
影
響
が
強
く
、
汎
用
的
で
没
個
性
的
で
あ
る
た
め
、
内

容
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
あ
る
一
つ
の
地
方
書
に
史
料
を
限
定
し
て
し
ま
え
ば
、
先
行
の
地
方
書
か
ら
流
用
あ
る
い
は
再

編
集
さ
れ
た
記
述
を
、
そ
の
時
期
に
初
め
て
現
れ
た
記
述
だ
と
誤
解
す
る
危
険
が
生
じ
か
ね
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
筆
者
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の

地
方
書
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
村
落
類
型
観
に
関
わ
る
記
述
の
も
つ
全
体
的
な
傾
向
を
概
括
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
内
容
の
微
妙
な
変
化

を
追
跡
す
る
と
い
う
作
業
を
行
っ
た
。

　
と
は
い
え
、
（
二
）
③
に
記
し
た
よ
う
に
、
編
者
の
立
場
が
内
容
に
強
く
影
響
し
た
地
方
書
や
個
性
的
な
地
方
書
も
一
方
で
は
存
在
す
る
。

概
し
て
、
用
語
解
説
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
、
書
類
の
雛
形
の
羅
列
や
貢
租
計
算
の
練
習
問
題
な
ど
に
特
化
し
た
地
方
書
は
、
表
1
に
も
含
め

て
い
る
も
の
の
、
内
容
上
は
村
落
類
型
的
視
点
が
全
く
強
調
さ
れ
な
い
た
め
、
本
稿
で
も
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て

編
者
の
立
場
、
と
り
わ
け
幕
府
と
諸
藩
の
違
い
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
表
1
中
に
記
号
で
示
し
た
よ
う
に
、
最
も
史
料
数
に
恵
ま
れ
た
地

方
書
は
、
幕
府
関
係
者
が
編
纂
に
関
わ
っ
た
地
方
書
で
あ
る
。
加
え
て
、
一
八
世
紀
以
降
の
地
方
書
は
、
一
部
の
藩
に
よ
る
も
の
を
除
い
て
、
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幕
府
の
地
方
行
政
に
準
拠
し
た
内
容
へ
と
収
敏
し
た
も
の
が
多
い
。
結
果
か
ら
一
論
え
ば
、
村
落
類
型
観
が
強
く
表
れ
た
地
方
書
と
は
、
幕
府
関

係
者
が
関
わ
っ
た
地
方
書
、
お
よ
び
そ
れ
に
準
拠
し
た
地
方
書
で
あ
り
、
藩
独
自
の
内
容
に
特
化
し
た
地
方
書
に
は
村
落
類
型
的
な
視
点
は
余

り
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。
幕
府
関
係
者
が
関
わ
っ
た
地
方
書
に
お
い
て
村
落
類
型
的
視
点
が
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
と
い
う
傾
向
は
、
お
そ
ら
く

特
定
の
幕
府
領
に
限
定
し
て
で
な
く
、
幕
府
領
の
多
く
に
お
い
て
村
落
類
型
的
視
点
が
普
通
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
よ
う
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
主
に
幕
府
の
地
方
役
人
に
お
け
る
村
落
類
型
観
の
あ
り
方
を
念
頭
に
お
き
、
幕
府
関
係
者
の
手
に
な
る
地
方
書
の
比
較

を
中
心
と
し
つ
つ
も
、
必
要
に
応
じ
て
諸
藩
や
民
間
の
地
方
書
と
の
差
異
に
つ
い
て
も
目
配
り
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
以
下
、
次
章
で
は
、
地

方
書
に
お
け
る
村
落
類
型
的
な
語
彙
の
表
れ
方
を
把
握
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
き
、
次
い
で
四
章
で
は
村
落
類
型
的
な
視
点
が
必
要
と
さ
れ
た

文
脈
も
し
く
は
背
景
に
焦
点
を
当
て
る
。
な
お
地
方
書
を
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
表
1
に
示
し
た
刊
本
の
画
数
を
示
す
こ
と
と
し
、
文
意

が
取
り
や
す
い
よ
う
に
筆
者
の
判
断
で
一
部
句
読
点
を
改
変
し
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
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①
a
農
林
省
編
『
日
本
林
制
史
資
料
江
戸
幕
府
法
令
㎞
朝
陽
会
、
一
九
三
〇
。

　
b
高
柳
真
三
・
石
井
良
介
編
『
御
触
書
寛
保
集
成
触
岩
波
書
店
、
一
九
一
二
四
。
c

　
同
『
御
触
書
宝
暦
集
成
』
同
、
一
九
三
五
。
d
同
『
御
触
書
天
明
集
成
㎞
同
、
一

　
九
三
六
。
e
『
御
触
書
天
保
集
成
㎏
同
、
一
九
三
七
。
f
児
玉
幸
多
・
大
石
慎
三

　
郎
編
『
近
世
曲
臓
政
史
料
集
　
汀
＝
μ
幕
府
法
A
¶
㎞
士
口
画
院
弘
文
館
、
　
一
九
山
ハ
六
。

②
　
　
「
二
方
」
に
関
し
て
荒
居
英
次
は
、
一
部
の
藩
に
比
較
し
て
幕
府
は
「
浦
方
扁

　
を
消
極
的
に
位
置
づ
け
て
お
り
、
「
甲
信
漁
村
を
農
村
と
同
じ
範
疇
の
郷
村
と
し

　
て
と
ら
え
」
て
い
た
と
総
括
し
て
い
る
。
荒
居
英
次
噸
近
世
の
漁
村
㎞
吉
川
弘
文

　
館
、
　
　
九
七
〇
、
　
一
＝
エ
ハ
～
一
m
四
九
百
ハ
。

③
前
掲
①
a
、
三
三
頁
。
「
慶
安
御
触
書
」
の
成
立
年
代
の
問
題
に
つ
い
て
は
次

　
章
で
言
及
す
る
。

④
勝
矢
倫
生
『
広
島
望
地
方
書
の
研
究
㎞
英
伝
世
、
一
九
九
九
。

⑤
論
題
に
比
較
し
て
簡
単
な
内
容
で
あ
る
が
、
地
方
書
の
村
落
像
を
整
理
し
た
短

　
報
と
し
て
、
稲
垣
純
「
地
方
書
に
お
け
る
『
村
』
に
つ
い
て
の
記
述
－
近
世
に

　
お
け
る
農
政
論
の
展
閣
と
そ
の
特
質
1
…
扁
歴
史
評
論
四
八
五
・
四
八
八
、
～
九

　
九
〇
、
九
二
～
九
四
頁
・
九
五
～
九
七
頁
。
ま
た
前
掲
④
勝
矢
倫
生
に
よ
れ
ば
、

　
広
島
藩
で
は
暁
代
を
追
う
に
従
っ
て
地
方
書
に
記
さ
れ
る
地
域
認
識
が
深
化
し
、

　
領
内
の
地
域
差
に
対
す
る
関
心
が
強
ま
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
化
政
期

　
の
代
官
・
頼
杏
坪
は
「
奥
郡
」
と
「
浦
辺
郡
」
に
お
け
る
「
民
力
」
の
地
域
格
差

　
を
問
題
難
し
、
貢
租
額
の
操
作
に
よ
っ
て
こ
れ
を
是
正
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

　
頼
の
視
点
は
村
落
類
型
で
は
な
く
郡
単
位
の
比
較
が
中
心
で
あ
る
が
、
地
方
行
政

　
に
お
い
て
領
内
諸
村
の
立
地
条
件
と
繁
栄
の
違
い
を
敏
感
に
意
識
し
た
代
官
の
好

　
例
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑥
佐
藤
孝
之
「
山
稼
の
村
と
『
御
免
許
稼
山
』
1
上
州
山
中
領
を
事
例
と
し
て

　
…
」
徳
塀
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
昭
和
穴
二
年
度
、
皿
九
八
八
、
～
六
五
～

　
一
九
六
頁
。
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⑦
拙
稿
「
近
世
大
和
国
吉
野
川
上
流
域
に
お
け
る
『
由
緒
』
と
自
立
的
中
世
山
村

　
像
の
展
開
」
地
理
学
評
論
七
一
A
一
七
、
一
九
九
八
、
四
八
一
～
五
〇
四
頁
。
こ

　
の
稿
の
検
討
の
中
心
は
南
朝
・
後
南
朝
の
門
宙
緒
」
で
あ
る
が
、
村
側
の
訴
状
が

　
山
地
農
業
の
条
件
の
厳
し
さ
を
密
聞
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。

⑧
地
方
書
の
定
義
は
明
確
に
線
引
き
し
が
た
い
が
、
本
稿
に
と
っ
て
有
意
義
な
地

　
方
寸
と
は
、
地
方
の
実
務
を
ガ
イ
ド
し
、
農
政
論
に
も
言
及
す
る
性
格
の
も
の
で

　
あ
る
。
測
量
・
普
請
の
技
術
書
や
田
隷
書
・
農
書
に
特
化
し
た
も
の
は
村
落
類
型

　
観
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
無
い
た
め
、
以
下
「
地
方
書
」
の
語
を
用
い

　
る
際
に
は
、
前
者
の
性
格
の
地
方
雷
を
念
頭
に
置
く
。

⑨
a
滝
本
誠
一
編
糊
臼
本
経
済
叢
轡
㎞
日
本
経
済
叢
書
刊
行
会
、
一
九
一
四
～
「

　
七
。
b
同
編
糊
続
日
本
経
済
叢
書
臨
諸
鐙
閣
、
一
九
二
三
。
c
隅
編
噸
日
本
経
済

　
大
典
』
史
誌
出
版
社
・
啓
明
社
（
一
八
巻
以
降
）
、
一
九
二
八
～
三
〇
。
d
小
野

　
武
夫
編
糊
近
世
地
方
経
済
史
料
㎞
近
世
地
方
経
済
史
料
刊
行
会
刊
、
一
九
三
一
～

　
三
二
。
e
同
置
型
日
本
農
民
史
料
集
粋
』
巌
松
堂
、
一
九
四
一
～
四
四
。
な
お

　
門
日
本
経
済
叢
書
隔
と
噸
続
日
本
経
済
面
書
臨
所
収
史
料
は
隅
日
本
経
済
大
典
』

　
に
も
所
収
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
筆
者
の
資
料
収
集
の
都
合
か
ら
主
に
前
者

　
を
用
い
た
。

⑩
長
島
光
二
「
農
書
・
地
方
書
の
世
界
」
（
村
上
直
編
『
日
本
近
世
史
研
究
事
典
』

　
東
京
堂
出
版
）
一
九
八
九
、
一
〇
四
～
一
〇
七
頁
。

三
　
村
落
類
型
的
語
彙
の
定
着

⑪
a
古
島
敏
雄
噸
古
島
敏
雄
著
作
集
五
』
東
京
大
学
出
版
会
、
　
九
七
五
。
本
番

　
に
は
、
『
日
本
農
学
史
第
一
巻
睡
（
一
九
四
六
）
と
「
学
者
の
農
書
と
百
姓
の
農

　
書
」
（
　
九
四
七
）
が
収
録
さ
れ
、
い
ず
れ
も
地
方
書
に
言
及
し
て
い
る
。
b
永

　
井
義
釜
「
『
吉
言
地
方
実
録
』
に
つ
い
て
」
農
経
研
究
報
告
六
、
一
九
七
五
、
一

　
～
二
三
頁
。
c
同
「
地
方
古
実
録
」
農
経
研
究
報
告
九
、
｝
九
七
八
、
六
三
～
八

　
⊥
ハ
百
ハ
。
d
同
「
地
由
刀
編
自
蔵
窒
鶴
甲
」
臨
膳
経
研
究
報
出
ロ
一
〇
、
　
～
九
七
九
、
九
九
～
一

　
～
○
頁
。
e
同
「
慶
安
二
年
『
検
地
仕
様
之
覚
』
に
お
け
る
土
目
（
つ
ち
め
）
…

　
近
世
初
期
の
土
壌
容
積
璽
分
析
一
」
目
本
歴
史
三
八
八
、
｝
九
八
○
、
四
〇
～
五

　
九
頁
。
f
同
「
地
方
轡
の
基
礎
研
究
（
一
）
－
系
統
本
校
合
か
ら
の
試
み

　
i
」
農
村
研
究
七
～
、
一
九
九
〇
、
五
〇
～
六
～
頁
。
9
朴
花
珍
「
『
地
方
凡

　
例
録
』
の
諸
異
本
に
つ
い
て
」
史
学
雑
誌
九
七
一
二
、
一
九
八
八
、
五
三
一
八
三

　
頁
。
h
同
「
近
世
地
方
書
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
一
『
地
方
凡
例
録
』
を
申
心

　
に
一
」
日
本
歴
史
西
八
九
、
　
～
九
八
九
、
四
二
～
五
九
頁
。
i
荒
m
秀
俊

　
轟
地
方
凡
例
録
』
の
著
作
意
図
」
日
本
歴
史
一
七
六
、
一
九
六
三
、
四
七
～
五

　
三
頁
。
・
」
同
「
地
方
関
係
の
術
語
の
読
み
方
一
地
方
落
穂
集
の
成
立
一
」
B

　
本
歴
史
　
八
八
、
一
九
六
四
、
五
九
～
六
三
頁
。
ヒ
同
「
谷
本
教
の
地
方
関
係
著

　
書
」
日
本
歴
史
～
九
一
、
一
九
六
四
、
六
九
～
七
三
頁
。

⑫
翻
刻
さ
れ
た
地
方
轡
を
活
用
し
た
好
例
と
し
て
、
神
谷
智
「
近
世
百
姓
の
屋
敷

　
地
に
つ
い
て
」
信
濃
四
四
i
九
、
一
九
九
二
、
六
七
一
～
六
九
～
二
頁
。

　
1
　
村
落
を
類
型
化
す
る
語
彙

　
ま
ず
地
方
書
に
お
け
る
村
落
類
型
的
な
語
彙
の
典
型
例
を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
最
初
に
引
く
の
は
、

役
人
・
谷
本
教
の
『
県
令
須
知
隔
第
二
章
「
村
里
」
冒
頭
の
記
述
で
あ
る
。

享
保
期
前
後
の
幕
府
地
方
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四
方
の
土
地
同
じ
か
ら
ず
、
聖
俗
も
各
異
る
。
国
に
大
国
・
上
国
・
下
国
有
。
村
里
に
養
方
・
里
方
・
野
方
・
浜
方
・
市
井
・
往
還
筋
曳
の
差
別
有
。

　
　
　
［
一
五
一
頁
］
…
…
凡
べ
て
山
方
・
里
方
・
浜
方
等
の
差
別
有
。
里
方
に
て
由
林
な
く
、
又
草
野
な
く
平
地
計
り
の
昏
々
も
差
別
幾
段
も
有
べ
し
。
山
に

　
　
は
な
れ
た
る
所
、
多
分
は
真
土
勝
な
る
物
な
り
。
用
水
多
、
悪
水
吐
口
自
由
に
て
、
絹
・
紬
・
麻
・
木
綿
・
紙
・
漆
・
蝋
・
油
、
雲
外
草
樹
又
は
其
所
の

　
　
名
産
、
男
女
の
稼
、
都
邑
の
遠
近
、
河
海
の
運
送
船
着
、
肥
し
を
取
所
の
道
程
、
牛
馬
の
草
飼
、
そ
の
村
の
品
を
分
ち
、
其
品
の
多
少
に
よ
り
て
村
里
の

　
　
次
第
を
定
む
べ
し
。
［
一
五
三
頁
］

国
々
が
異
な
る
よ
う
に
村
星
に
も
「
差
別
」
が
あ
る
。
村
落
を
十
把
一
絡
げ
に
扱
う
の
で
な
く
、
幾
つ
か
の
類
型
に
分
類
し
て
把
握
す
べ
き
こ

と
、
ま
た
そ
の
類
型
ご
と
に
さ
ら
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
、
㎎
県
令
須
知
』
は
簡
潔
に
言
い
切
っ
て
い
る
。
そ
の
類
型
は
、
「
山
方
」
・
「
里

方
」
・
「
野
方
」
・
「
浜
方
」
・
「
市
井
」
・
「
往
還
筋
」
と
い
っ
た
語
彙
で
表
現
さ
れ
る
も
の
で
、
村
が
立
地
す
る
自
然
環
境
と
都
市
的
要
素
に
着
目

し
た
分
類
で
あ
る
。

　
地
方
書
の
多
く
は
、
圃
県
令
須
知
臨
の
よ
う
に
村
落
の
類
型
的
把
握
の
必
要
性
を
正
面
か
ら
述
べ
る
こ
と
を
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
を
暗
黙
の

前
提
に
し
つ
つ
、
様
々
な
叙
述
の
な
か
で
右
の
よ
う
な
語
彙
を
用
い
て
い
る
。
例
と
し
て
も
う
一
つ
、
薫
じ
時
期
の
幕
府
代
官
・
蓑
経
論
の

噛
農
家
貫
行
』
（
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
刊
）
か
ら
、
「
山
方
」
と
「
里
方
」
の
気
風
の
違
い
を
比
較
し
た
～
文
を
引
く
。

　
　
山
が
た
の
百
姓
は
、
草
藁
に
て
髪
を
東
出
れ
ど
も
、
質
朴
に
し
て
空
言
な
く
、
太
古
の
風
を
不
失
、
何
と
な
く
古
め
か
し
く
、
さ
り
と
も
殊
勝
に
思
は

　
　
る
・
ぞ
か
し
。
山
方
よ
り
見
れ
ば
里
方
は
み
や
こ
に
て
、
女
子
の
な
り
ふ
り
よ
く
、
召
仕
の
男
迄
襲
に
油
を
付
、
五
三
里
の
間
に
て
山
方
と
は
斯
も
違
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
の

　
　
も
の
哉
。
里
方
は
一
面
の
田
場
に
て
、
何
を
仕
附
置
て
も
、
登
ら
ず
と
い
ふ
事
な
く
、
五
穀
水
火
の
如
く
有
中
に
、
百
姓
の
再
嫁
に
あ
ら
ざ
る
は
、
里
方

　
　
に
は
心
に
か
ざ
り
あ
り
て
、
寄
合
等
に
出
る
に
も
、
綺
羅
あ
し
け
れ
ば
肩
身
す
ぼ
ま
り
て
ロ
も
得
不
利
、
山
方
の
百
姓
と
は
、
心
は
杏
に
劣
た
り
。
［
三

　
　
三
四
頁
］

こ
こ
で
は
「
山
方
」
の
百
姓
が
「
里
方
」
の
百
姓
よ
り
も
古
風
を
保
つ
も
の
と
し
て
美
化
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
「
方
」
の
掌
は
ガ
タ
と
音

読
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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地方書にみる近世の村落類型観（米家）

　
前
掲
表
1
の
「
村
落
類
型
的
語
彙
」
の
欄
は
、
地
方
書
か
ら
こ
の
よ
う
な
語
彙
の
諸
例
を
拾
っ
た
も
の
で
あ
る
（
括
弧
内
の
「
塩
煮
に
関
わ
る

語
彙
」
に
つ
い
て
は
次
章
で
触
れ
る
）
。
最
も
頻
出
す
る
語
彙
は
「
里
方
」
・
「
山
方
」
・
「
舟
方
」
・
「
浜
方
」
・
「
海
辺
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
野

方
」
・
「
山
中
」
・
「
川
辺
」
・
「
町
場
」
等
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
語
彙
は
近
代
以
後
の
「
農
山
漁
村
」
と
は
幾
つ
か
の

点
で
性
格
が
異
な
る
。
ま
ず
地
方
書
に
よ
っ
て
語
句
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
よ
う
に
、
村
落
を
分
類
す
る
た
め
の
語
句
は
幾
つ
か
あ
り
、
特
定
の

語
句
が
常
に
グ
ル
ー
プ
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
な
か
で
は
「
山
方
」
「
里
方
」
「
浜
方
（
「
浦
方
」
・
「
海
辺
」
）
」
の
三
者
が
最

も
よ
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
対
句
的
に
対
照
さ
せ
た
例
も
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
近
代
の
「
農
山
漁
村
」
へ
の
つ
な
が
り
が
考
え
さ
せ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
が
、
そ
の
他
に
も
「
野
方
」
や
「
川
辺
」
が
あ
り
、
さ
ら
に
市
場
町
・
宿
場
町
的
な
村
落
が
「
市
井
」
・
「
往
還
筋
」
・
「
町
場
」
等
と
し
て
区

別
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
近
世
期
の
村
落
類
型
は
、
町
場
的
な
村
を
含
め
れ
ば
六
通
り
以
上
に
及
び
、
必
要
に
応
じ
て
語
句
が
用
い
ら
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
ら
の
語
彙
は
、
市
場
町
・
宿
場
町
的
な
集
落
を
指
す
語
句
を
除
け
ば
、
村
落
そ
の
も
の
を
差
す
語
彙
と
い
う
よ
り
は
、
「
山
」
・
「
野
」
・

「
浜
」
な
ど
村
落
の
立
地
す
る
地
形
環
境
を
類
型
化
し
た
言
葉
で
あ
り
、
い
わ
ば
地
形
分
類
を
そ
の
ま
ま
村
落
類
型
に
転
用
し
た
も
の
だ
と
い

え
る
。
そ
の
た
め
、
文
脈
に
よ
っ
て
は
村
落
類
型
を
含
意
し
な
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば

平
岡
直
之
『
地
方
竹
罵
集
憾
（
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
）
に
、
「
野
方
井
畑
方
又
は
空
地
之
内
に
用
水
仕
掛
候
は
“
自
今
以
後
は
可
成
田
の
所
有

之
か
、
兼
々
可
見
立
事
」
、
あ
る
い
は
「
山
方
に
畑
に
可
成
所
有
る
か
之
事
、
総
而
新
田
畑
見
立
候
爵
は
大
切
之
儀
也
」
［
八
一
頁
］
と
い
っ
た

用
例
が
見
え
る
。
こ
こ
で
は
、
村
落
内
に
存
在
す
る
未
墾
の
原
野
・
山
野
の
意
味
で
「
野
方
」
・
「
山
方
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
言
葉
が

村
落
類
型
と
は
関
係
の
な
い
意
味
合
い
も
あ
わ
せ
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
大
石
久
敬
『
地
方
凡
例
録
』
（
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）

蹟
）
に
お
い
て
、
「
山
方
・
浜
方
ハ
二
二
不
拘
、
至
テ
人
数
キ
者
也
」
［
一
〇
六
頁
］
と
あ
る
と
同
時
に
、
「
山
畠
ト
云
ハ
、
村
居
二
離
レ
タ
ル
山

方
二
畠
地
有
之
、
本
村
下
々
畠
ヨ
リ
モ
地
面
不
宜
」
［
九
五
頁
］
と
い
う
文
面
が
あ
る
よ
う
に
、
同
｛
の
地
方
書
の
な
か
に
違
う
用
法
が
混
在
す

る
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
の
点
を
考
慮
し
て
、
表
1
に
村
落
類
型
語
彙
を
摘
記
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
山
野
や
原
野
あ
る
い
は
単
に
海
岸
を
示
す
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「
山
方
」
・
「
野
方
」
・
「
海
辺
」
は
除
外
し
、
村
落
類
型
を
含
意
し
て
用
い
ら
れ
た
思
例
の
み
を
抜
き
出
し
て
い
る
。

　
も
と
も
と
、
漢
字
と
し
て
の
「
里
」
・
「
野
」
・
「
山
」
そ
し
て
「
方
」
の
語
義
は
多
義
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
村
落
を
類
型
化

す
る
熟
語
と
し
て
用
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
背
後
に
は
か
な
り
広
い
範
囲
の
地
域
を
意
識
し
た
視
点
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
つ
の
村
落
の
内
部
に
含
ま
れ
る
「
野
」
や
「
山
」
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
一
得
一
国
程
度
の
広
い
範
囲
の
地
形
を
苗
齢
的
に
捉
え
て
、
地

形
の
差
異
を
「
山
」
・
「
野
」
・
「
里
」
・
「
浦
（
浜
）
」
に
整
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
村
落
の
分
類
に
有
効
だ
と
見
抜
く
こ
と
が
、
村
落
類
型

的
語
彙
を
使
用
す
る
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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2
　
地
方
書
に
お
け
る
村
落
類
型
的
語
彙
の
普
及

　
で
は
「
里
方
」
・
「
山
方
」
・
「
浦
方
（
浜
方
）
」
と
い
っ
た
地
形
分
類
的
な
言
葉
に
村
落
類
型
を
含
意
さ
せ
る
用
語
法
は
、
地
方
書
に
お
い
て

ど
れ
ほ
ど
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
再
び
前
掲
表
1
「
村
落
類
型
的
語
彙
」
の
欄
に
戻
れ
ば
、
明
確
に
村
落
を
対
比
す
る
形

で
「
里
方
」
が
用
い
ら
れ
た
最
初
の
例
は
、
天
和
二
年
（
～
六
八
二
）
に
松
江
藩
の
地
方
役
人
門
崎
左
久
治
が
著
し
た
『
田
叢
記
』
で
あ
り
、

そ
れ
以
前
の
近
世
初
期
の
地
方
書
に
は
全
く
用
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
『
田
法
主
』
で
は
「
里
方
」
が
、
「
山
方
」
・
「
浜
方
」

と
で
な
く
「
山
辺
」
・
「
海
辺
」
と
対
照
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
次
い
で
元
禄
三
年
（
～
六
九
〇
）
の
『
若
林
農
書
』
に
「
里
方
」
に
加
え
て
「
野

方
」
・
「
山
方
」
の
語
句
が
見
え
る
が
、
地
形
分
類
的
意
味
合
い
が
や
や
強
い
。
従
っ
て
、
「
野
方
」
を
含
め
た
村
落
類
型
を
強
く
意
識
し
た
最

初
の
地
方
書
は
、
田
中
石
面
『
民
間
省
要
』
（
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
）
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
本
書
は
厳
密
に
は
地
方
書
と
い
う
べ
き
で
は
な
く
、

幕
府
の
地
方
行
政
に
対
す
る
川
崎
宿
名
主
（
後
に
幕
府
代
官
と
な
る
）
の
提
言
書
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
か
え
っ
て
「
山
方
」
（
あ
る
い
は

「
山
中
」
・
「
山
家
」
）
・
「
野
方
」
・
「
里
方
」
（
あ
る
い
は
「
囲
方
」
）
・
「
海
辺
」
の
風
習
の
相
違
に
雷
及
す
る
所
が
多
い
。

　
　
　
山
家
は
田
地
す
く
な
し
と
い
へ
と
山
か
せ
き
に
て
世
を
渡
り
、
海
辺
は
田
地
な
し
と
い
へ
と
海
か
せ
き
こ
て
世
を
渡
ル
。
国
々
野
原
の
田
地
は
壱
町
に

　
　
て
、
里
方
の
田
地
の
一
反
の
高
段
も
せ
す
、
し
か
も
里
方
の
～
反
ハ
縄
詰
リ
な
り
。
野
方
の
～
反
ハ
五
反
も
壱
町
も
有
と
い
へ
と
、
土
あ
し
け
れ
ハ
下
直



地方書にみる近世の村落類型観（米家）

　
　
な
り
。
［
七
一
頁
］
…
…
野
方
ハ
栗
喰
尽
し
て
ハ
惣
テ
食
物
乏
し
き
物
な
る
に
よ
り
、
市
塵
二
出
て
せ
う
ち
う
の
粕
を
買
求
め
、
是
を
焼
餅
製
し
て
食
と

　
　
す
。
田
方
二
生
る
・
百
姓
は
、
上
水
二
し
て
も
米
を
密
事
あ
れ
は
、
山
方
・
野
方
二
生
れ
て
ハ
、
正
月
三
ヶ
日
と
い
へ
と
米
を
口
に
入
る
・
事
な
き
所
多

　
　
し
。
粟
・
稗
・
麦
な
と
食
二
焼
と
て
も
、
菜
・
蕪
・
干
葉
・
芋
の
葉
・
豆
さ
・
け
の
葉
、
中
外
あ
ら
ゆ
る
草
木
の
葉
を
糧
と
し
て
、
穀
物
の
色
は
見
へ
ぬ

　
　
は
か
り
に
し
て
、
而
モ
朝
夕
あ
く
程
の
事
な
く
、
漸
臼
の
中
一
度
宛
な
ら
て
は
是
を
心
事
な
し
。
［
一
〇
ニ
ー
一
〇
三
頁
］
…
…
一
向
の
山
中
は
光
よ
り

　
　
田
地
な
け
れ
ハ
常
に
山
か
せ
き
を
以
て
甲
立
、
是
等
ハ
唯
世
の
中
離
し
て
米
穀
の
下
直
成
を
喜
フ
。
年
中
出
て
喰
ふ
事
な
れ
は
、
飢
謹
と
い
へ
は
先
餓
に

　
　
及
ふ
。
夫
元
禄
の
頃
迄
は
野
方
・
山
中
隼
人
の
渡
世
哀
レ
成
長
は
な
し
と
思
ひ
し
に
、
天
地
は
三
十
年
に
し
て
改
ル
と
い
へ
り
。
頃
日
の
事
を
聞
に
山
中

　
　
と
里
方
の
中
間
に
あ
る
古
田
の
村
方
、
往
古
よ
り
の
田
地
に
し
て
、
度
々
検
地
入
て
…
寸
の
余
慶
も
な
く
…
…
。
［
一
四
五
頁
］

　
田
中
休
愚
の
観
察
眼
は
「
渡
世
」
の
差
異
や
食
生
活
の
詳
細
に
も
踏
み
込
ん
で
お
り
、
さ
ら
に
購
入
食
糧
へ
の
依
存
が
強
く
、
思
置
に
弱
い

「
山
中
」
像
を
示
し
、
「
野
方
」
と
「
山
中
」
ほ
ど
哀
れ
な
「
渡
世
」
は
な
い
と
感
じ
て
い
た
こ
と
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
前
章

で
触
れ
た
「
慶
安
御
触
書
」
の
「
山
方
」
像
に
通
じ
る
見
解
で
あ
る
。

　
再
度
表
1
に
戻
れ
ば
、
『
民
間
需
要
馳
に
続
い
て
享
保
期
が
終
わ
っ
た
頃
か
ら
、
前
節
で
触
れ
た
幕
府
地
方
役
人
の
手
に
な
る
『
農
家
貫
行
』

や
『
県
令
須
知
嚇
を
初
め
と
し
て
、
村
落
類
型
的
語
彙
が
地
方
書
に
お
い
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
も
ち
ろ
ん
あ
ら
ゆ

る
地
方
書
に
こ
れ
ら
の
語
彙
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
な
く
、
村
落
類
型
的
視
点
を
必
要
と
す
る
事
柄
に
踏
み
込
ん
で
い
な
い
地
方
書
に
お
い
て
は

当
然
な
が
ら
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
大
坂
の
算
学
者
木
村
荊
雲
の
『
地
方
根
元
記
』
（
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
）
の
よ
う
に
簡
便
な
用

語
集
で
し
か
な
い
も
の
、
村
田
恒
光
の
『
算
法
地
方
指
南
』
（
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
刊
）
の
よ
う
に
貢
租
額
の
計
算
法
に
重
点
を
置
く
も
の
、

ま
た
幕
府
領
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
『
御
代
官
極
秘
』
・
『
雑
墨
用
控
記
』
・
『
勤
務
集
』
の
よ
う
に
代
宮
所
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
や
書

類
の
書
式
雛
形
の
説
明
に
終
始
す
る
も
の
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
点
、
一
八
世
紀
以
降
の
地
方
書
は
常
に
内
容
を
深
化
さ
せ
て
い
く
と
は
限
ら

ず
、
村
落
類
型
の
把
握
を
説
く
こ
と
が
全
て
の
地
方
書
に
必
須
の
内
容
だ
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
　
方
、

一
八
世
紀
後
半
以
降
の
岡
地
方
落
穂
集
軸
・
『
地
方
凡
例
録
㎏
・
『
農
政
本
論
幽
・
『
算
法
地
方
大
成
隔
・
『
増
補
田
園
類
説
』
の
よ
う
に
、
特
定
の
所
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領
に
限
定
し
な
い
集
大
成
的
な
内
容
を
持
ち
、
か
つ
比
較
的
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
た
と
さ
れ
る
著
名
な
地
方
書
が
、
い
ず
れ
も
村
落
類
型
に

言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
内
容
が
流
用
さ
れ
て
い
っ
た
面
が
強
い
と
同
時
に
、
貢
租
額
の
査
定
法
（
次
章
で
後
述
）
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明

を
行
う
ほ
ど
紙
数
に
余
裕
が
あ
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

　
以
上
よ
り
、
地
方
書
に
お
け
る
村
落
類
型
的
語
彙
は
一
七
世
紀
の
終
わ
り
頃
登
場
し
、
享
保
期
を
中
心
と
す
る
半
世
紀
問
を
経
て
、
一
八
世

紀
の
中
頃
以
降
は
比
較
的
多
く
用
い
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
お
お
む
ね
一
八
世
紀
以
降
の
地
方
行
政
の
現

場
に
お
い
て
も
、
村
落
類
型
を
意
識
す
る
こ
と
が
当
た
り
前
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
「
般
的
で

あ
っ
た
か
を
裏
付
け
る
の
は
困
難
な
作
業
で
あ
る
。
以
下
で
は
さ
し
あ
た
り
、
幕
府
法
令
と
の
対
照
お
よ
び
諸
藩
の
地
方
書
の
比
較
か
ら
気
づ

い
た
点
を
二
つ
整
理
し
て
、
小
括
と
し
た
い
。

　
ま
ず
、
地
方
書
に
表
現
さ
れ
た
内
容
は
、
地
方
役
人
の
現
場
の
経
験
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
実
際
に
地
方
役
人
が
村
落
類
型
的
な

視
点
を
意
識
し
出
し
た
の
は
、
地
方
書
で
雷
及
さ
れ
る
よ
り
も
時
期
的
に
は
先
行
し
て
い
た
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、

村
落
の
類
型
化
が
法
的
に
構
築
さ
れ
た
性
格
の
も
の
で
な
い
た
め
、
そ
の
時
期
を
特
定
す
る
の
は
困
難
が
予
想
さ
れ
る
が
、
地
方
書
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

村
落
類
型
的
語
彙
の
初
見
に
先
行
す
る
幕
府
法
令
を
若
干
参
照
し
て
み
た
い
。
表
2
は
、
幕
府
の
鉄
砲
禁
令
、
な
ら
び
に
い
わ
ゆ
る
諸
国
山
川

③掟
の
な
か
か
ら
、
対
象
と
な
っ
た
山
地
地
域
を
示
す
語
句
を
見
た
も
の
で
あ
る
。
一
七
世
紀
中
頃
に
お
い
て
は
鉄
砲
禁
令
・
諸
国
山
川
掟
と
も

に
「
山
中
（
筋
）
」
の
語
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
山
地
地
域
も
し
く
は
山
村
の
意
味
が
込
め
ら
れ
た
「
山
方
」
の
語

が
登
場
す
る
の
は
、
延
宝
四
年
（
～
六
七
六
）
の
鉄
砲
禁
令
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
・
貞
享
元
年
（
一
六
八

四
）
の
山
川
掟
に
お
い
て
は
、
「
川
上
（
川
筋
）
左
右
之
山
方
木
立
無
之
所
々
」
と
し
て
「
山
方
」
の
語
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
山
野
の
意
味
と

思
わ
れ
、
か
つ
焼
畑
に
関
す
る
附
則
に
お
い
て
「
山
中
」
の
語
が
「
山
方
」
に
置
き
換
わ
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
。
以
上
か

ら
、
幕
府
法
令
に
お
け
る
村
落
類
型
的
語
彙
の
導
入
時
期
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
一
七
世
紀
後
半
か
ら
と
想
定
す
る
以
上
の
判
断
は
難
し

い
。
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表
2
　
鉄
砲
禁
令
と
山
川
掟
に
お
け
る
「
山
中
扁
と
「
山
方
扁
（
明
暦
～
享
保
年
間
）

明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）

山
中
筋
、
以
前
よ
り
鉄
炮
御
免
之
所
ハ
格
別
、
其
事
在
々
所
々
に
お
み
て
鉄
炮
を
持
へ
か
ら
す
。
…
…

寛
文
元
年
（
　
六
六
～
）

御
法
度
の
こ
と
く
、
山
中
之
外
、
常
々
鉄
炮
睡
臥
来
所
、
向
後
所
持
不
仕
様
に
可
申
付
候
。
…
…

寛
文
二
年
（
＝
ハ
六
二
）

関
東
山
中
筋
、
此
以
前
よ
り
鉄
炮
御
免
雪
融
た
り
と
い
ふ
と
も
、
猟
師
面
外
鉄
炮
所
持
す
へ
か
ら
す
。
…
…

寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）

延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）

廷
宝
六
年
（
一
六
七
八
）

「
信
濃
白
山
中
辺
摺
建
候
高
札
」
お
よ
び
「
遠
江
国
・
駿
河
国
山
中
辺
に
根
惣
門
高
札
」
が
出
さ
れ
る
。

夷
享
元
年
（
一
六
八
四
）

川
筋
左
右
之
山
方
木
立
無
之
所
々
、
土
砂
流
出
之
間
、
笠
当
春
木
苗
・
芝
の
根
を
植
立
、
川
え
土
砂
不
霊
落
様
二
可
仕
事
。
…
…
　
／
山
中
焼
畑
・
切
畑
新
規
に
仕
間
敷
事
。

享
保
＝
一
年
（
…
七
二
七
）

関
八
州
之
内
、
猪
・
鹿
・
狼
蜜
蝋
山
方
ハ
、
自
今
願
次
第
鉄
炮
何
挺
成
と
も
可
被
差
免
間
、
鉄
炮
改
え
椙
断
、
可
受
差
図
候
。

（
註
）
出
典
は
、
二
章
注
①
f
㎎
近
世
農
政
史
史
料
　
江
戸
幕
府
法
令
』
史
料
番
号
五
六
・
六
二
・
六
六
・
七
〇
・
九
二
・
一
〇
三
・
二
〇
一
、
同
注
b

　
　
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
史
料
番
号
一
三
王
五
・
二
五
一
＝
・
二
五
二
三
・
二
五
四
二
・
二
七
五
五
・
二
七
五
八
、
お
よ
び
三
三
①
a
遡
日
本
林
巌
巌
資

　
料
　
江
戸
幕
府
法
令
』
五
八
～
五
九
頁
。

　
と
こ
ろ
が
、
前
章
第
一
節
で
引
い
た
い
わ
ゆ
る
「
慶
安
御
触
書
」
に
お
け
る
「
里
方
」
・
「
山
方
」
・
「
出
方
」
の
用
例
は
、
仮
に
慶
安
二
年

（
＝
ハ
四
九
）
に
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
村
落
類
型
的
な
視
点
が
提
示
さ
れ
た
最
も
早
い
例
と
し
て
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。
し
か

し
一
七
世
紀
の
他
の
地
方
書
や
法
令
の
文
言
と
比
較
し
た
時
、
村
落
類
型
的
語
彙
を
明
確
に
対
句
に
し
て
用
い
る
「
慶
安
御
触
書
」
の
用
法
は

他
に
類
例
が
な
く
、
年
代
的
に
突
出
し
た
印
象
は
否
め
な
い
。
こ
こ
で
は
近
年
進
展
し
た
再
検
討
に
従
い
、
「
慶
安
御
触
書
」
の
源
流
が
～
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

世
紀
後
半
に
あ
る
と
考
え
た
方
が
、
本
稿
の
想
定
と
は
整
合
的
と
な
る
こ
と
だ
け
を
付
言
し
て
お
く
。

　
次
に
、
村
落
を
類
型
化
す
る
視
点
が
、
幕
府
領
内
に
お
い
て
、
ま
た
諸
藩
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
普
及
し
た
の
か
と
い
う
点
に
触
れ
て
お
き
た

い
。
ま
ず
諸
藩
の
関
係
者
が
作
成
し
た
地
方
書
を
み
る
限
り
（
表
－
参
照
）
、
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
刊
『
勧
農
着
電
録
』
（
丹
波
篠
山
藩
）
、
明
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和
・
安
永
頃
の
『
農
政
纂
要
臨
（
水
戸
藩
）
、
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
識
『
農
政
座
右
』
（
同
藩
）
、
文
政
十
二
年
（
～
八
二
九
）
『
秘
話
独
断
』

（
広
島
藩
）
、
年
不
詳
『
松
山
領
代
官
執
務
要
鑑
』
（
松
山
藩
）
の
よ
う
に
、
全
く
村
落
類
型
的
語
彙
を
使
用
し
て
い
な
い
例
が
散
見
さ
れ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
山
方
役
所
や
山
奉
行
を
指
し
て
「
山
方
」
の
語
を
用
い
た
例
も
幾
つ
か
あ
る
。
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
『
尾
張
地
方
根
居
臨

（
尾
張
藩
）
、
天
保
十
年
（
～
八
三
九
）
写
『
芸
備
郡
要
図
』
（
広
島
藩
）
、
慶
応
四
年
（
｝
八
六
八
）
蹟
『
郡
典
私
志
匝
（
小
倉
藩
）
が
そ
う
で
あ
る
。

以
上
の
例
の
多
く
は
、
藩
独
自
の
内
容
に
特
化
し
た
地
方
書
で
あ
り
、
村
落
類
型
的
視
点
に
乏
し
い
地
方
書
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
｝
方
、
寛
政
六
年
（
㎝
七
九
四
）
蹟
鴨
地
方
凡
例
録
』
（
高
崎
藩
）
や
年
不
詳
『
撫
育
教
導
伝
』
（
薩
摩
藩
）
は
村
落
類
型
的
語
彙
を
用
い
て
い

る
が
、
藩
独
自
の
内
容
に
特
化
し
た
地
方
書
で
は
な
く
、
汎
用
的
な
内
容
に
集
大
成
し
た
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
当
該
の
藩
で
村
落
類
型
的
な

視
点
が
｝
般
化
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
全
く
別
の
問
題
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
例
外
的
に
松
江
藩
で
は
、
天
和
二
年
（
～
六
八
二
）

咽
田
法
記
蜘
・
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
写
『
伝
法
要
点
の
道
書
に
村
落
類
型
的
視
点
が
示
さ
れ
て
お
り
、
部
内
の
地
方
行
政
に
お
い
て
も
意
識

さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
諸
藩
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
る
が
、
村
落
を
類
型
化
す
る
よ
う
な
視
点
を
持
っ
て
い
た
藩
は
必
ず
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

も
多
く
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

　
一
方
、
幕
府
の
地
方
役
人
の
手
に
な
る
地
方
書
を
見
れ
ば
、
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
刊
『
農
家
貫
行
』
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
写
『
地

方
要
集
録
』
、
一
八
世
紀
前
半
の
『
県
令
須
知
』
、
宝
暦
・
明
和
頃
の
『
地
方
大
意
抄
』
、
お
よ
び
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
序
『
増
補
田
園
類

説
』
に
お
い
て
、
村
落
類
型
的
な
語
彙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
代
官
所
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
や
書
類
の
書
式
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
特
化
し
た
幾

つ
か
の
地
方
書
や
、
近
世
初
期
地
方
書
の
流
用
か
ら
成
る
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
序
『
四
民
格
致
重
宝
記
』
を
除
外
す
れ
ば
、
幕
府
の
地
方

役
人
が
著
し
た
地
方
書
の
多
く
で
は
村
落
類
型
的
語
彙
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
特
定
の
地
方
役
人
の
み
が
用
い
た
語
句
と
し
て
無

視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
近
世
中
期
以
降
の
幕
府
代
官
は
、
人
事
異
動
上
は
勘
定
所
内
の
役
職
か
ら
の
異
動
が
多
く
、
代
官
に
登
用
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

も
数
年
お
き
に
別
の
幕
府
領
へ
と
移
動
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
い
ず
れ
の
赴
任
地
で
あ
れ
弁
え
て
お
く
べ
き
基
礎
知

識
と
し
て
、
『
県
令
須
知
』
が
説
く
と
こ
ろ
の
村
里
の
「
差
別
」
を
把
握
す
べ
し
と
す
る
考
え
方
が
、
各
地
の
代
官
の
問
で
あ
る
程
度
共
有
さ
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れ
て
い
た
と
想
定
し
て
も
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。
ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
、
吉
宗
に
始
ま
る
『
御
触
書
集
成
』
に
お
い
て
、
「
村
方
掟
・

浦
方
・
山
方
・
牧
場
等
之
部
」
（
寛
保
集
成
）
、
「
在
町
掟
、
井
浦
方
・
山
方
・
島
方
等
之
部
」
（
天
保
集
成
）
の
項
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
⑦

も
留
意
し
た
い
。
そ
こ
に
分
類
さ
れ
た
法
令
は
村
落
類
型
に
強
い
関
わ
り
が
あ
る
よ
う
に
は
思
え
ず
、
ま
た
宝
暦
・
天
明
集
成
で
は
項
目
自
体

が
立
て
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
項
目
を
わ
ざ
わ
ざ
立
て
た
意
図
は
不
鮮
明
で
は
あ
る
が
、
近
世
中
・
後
期
の
幕
府
内
に
お
い
て
村
落

類
型
的
な
語
彙
が
定
着
し
て
い
た
証
左
と
な
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
筆
者
が
「
村
落
の
類
型
化
」
と
称
し
て
き
た
事
柄
は
、
単
に
地
形
分
類
に
立
脚
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
村
落
の
生

業
や
生
活
の
差
異
に
踏
み
込
ん
で
こ
そ
意
味
が
あ
る
。
次
章
で
は
、
村
落
類
型
的
語
彙
の
背
後
に
ど
の
よ
う
な
視
線
が
あ
っ
た
の
か
を
議
論
し

て
い
き
た
い
。

①
「
野
方
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
語
感
か
ら
は
意
味
が
取
り
づ
ら
い
と
も
思
わ

　
れ
る
の
で
、
噸
鄙
事
要
録
師
（
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
写
）
か
ら
租
税
の
薄
い

　
「
山
申
」
の
村
と
「
山
方
」
「
野
方
」
を
対
比
し
た
件
を
見
て
お
き
た
い
。
「
あ
る

　
村
中
の
百
姓
、
皆
如
此
豊
な
れ
ば
、
山
中
の
深
き
国
路
の
瞼
難
に
苦
し
む
事
を
忘

　
れ
て
、
地
頭
の
恩
を
蒙
る
の
由
を
知
り
て
、
楽
所
信
。
…
…
是
よ
り
浅
き
山
村
を

　
山
方
と
云
べ
し
。
山
口
よ
り
し
て
野
方
に
ち
か
き
も
、
山
方
の
内
な
る
べ
し
。
平

　
陸
の
野
方
も
、
又
至
て
山
方
に
遠
き
極
悪
に
し
て
、
土
地
と
所
に
よ
り
其
中
間
の

　
村
は
、
上
申
の
二
品
た
り
。
・
：
野
方
も
至
て
野
守
所
は
田
す
く
な
し
。
故
に
津

　
湊
郡
府
に
遠
く
便
な
き
は
下
品
た
り
。
況
や
土
味
悪
し
く
原
審
の
こ
と
く
な
る
も

　
の
を
や
。
」
［
一
四
七
頁
ご
　
　
「
山
中
輪
を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
よ
り
も
山
が
浅

　
い
「
山
方
」
、
そ
し
て
「
平
陸
」
に
位
置
し
、
原
野
を
含
み
、
田
の
少
な
い
「
野

　
方
」
が
比
較
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
さ
し
あ
た
り
、
「
里
方
」
が
沖
積
平
野
部
、

　
「
山
中
」
と
門
勝
方
」
が
山
地
部
を
指
す
と
す
れ
ば
、
「
野
方
」
は
未
墾
の
野
を

　
含
む
洪
積
台
地
に
お
お
む
ね
対
応
す
る
の
で
は
な
い
か
と
想
定
し
て
い
る
。

②
　
鉄
砲
禁
令
に
つ
い
て
は
、
塚
本
学
欄
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
…
1
元
禄
の
フ
ォ
ー

　
ク
ロ
ア
ー
』
平
凡
社
、
～
九
九
三
、
九
～
九
五
頁
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
正
保
元

　
年
（
一
六
四
閥
）
の
伊
賀
藤
堂
藩
に
お
い
て
伊
賀
国
璽
の
鉄
砲
打
ち
を
禁
じ
つ
つ

　
門
但
し
男
生
方
ハ
鹿
猿
矩
子
ハ
是
迄
之
通
う
た
せ
可
申
」
と
す
る
法
令
が
見
え
、

　
ま
た
正
保
四
年
（
＝
ハ
四
七
）
美
濃
の
幕
府
代
官
の
法
度
に
門
在
々
村
中
二
て
鉄

　
炮
答
申
間
敷
候
、
但
シ
山
中
ハ
作
毛
之
用
心
打
候
儀
は
、
令
用
捨
候
事
」
と
あ
る
。

　
い
ず
れ
も
「
山
方
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

③
「
諸
国
山
川
掟
」
に
つ
い
て
は
、
塚
本
学
『
小
さ
な
歴
史
と
大
き
な
歴
史
輪
吉

　
川
弘
文
館
、
～
九
九
三
、
一
八
六
～
二
＝
二
頁
。

④
山
本
英
二
『
慶
安
御
触
書
成
立
試
論
㎞
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、

　
一
九
九
九
。
な
お
本
書
四
　
頁
第
三
表
、
お
よ
び
市
川
雄
一
郎
『
佐
久
地
方
江
戸

　
時
代
の
農
村
生
活
』
市
川
雄
～
郎
先
生
遣
稿
刊
行
会
、
一
九
五
五
、
巻
宋
付
録
史

　
料
～
二
～
二
六
頁
、
に
よ
れ
ば
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
写
と
さ
れ
る
「
勧
農
御

　
触
書
資
料
」
（
土
屋
本
）
に
も
「
山
方
」
・
門
巡
方
」
に
関
わ
る
該
当
の
条
文
が
含

　
ま
れ
て
い
る
。

⑤
藩
政
史
に
お
け
る
「
山
方
扁
の
あ
り
方
に
つ
い
て
本
稿
は
立
ち
入
る
こ
と
が
で
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き
な
い
が
、
差
し
嶺
た
り
、
三
木
俊
秋
「
佐
賀
藩
多
久
領
に
お
け
る
小
物
成
方
支

配
に
関
す
る
資
料
」
九
州
大
学
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
八
・
九
合
併
号
、
一
九

六
一
、
三
五
｝
～
三
八
｝
頁
。
神
谷
智
「
元
禄
期
尾
張
藩
の
山
方
支
配
と
『
知
多

郡
代
官
ヒ
知
多
半
島
の
歴
史
と
現
在
六
、
一
九
九
四
、
一
一
三
～
六
八
頁
、
を
挙

げ
て
お
く
。
ま
た
「
浦
方
」
に
関
し
て
は
、
二
章
注
②
に
お
い
て
荒
居
が
整
理
し

　
て
い
る
よ
う
に
、
一
部
の
藩
に
よ
っ
て
は
他
の
村
落
（
「
地
方
」
）
と
位
置
づ
け
が

　
明
確
に
異
な
る
例
が
み
ら
れ
た
。

⑥
西
沢
淳
男
切
幕
領
陣
屋
と
代
官
支
配
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
八
、
＝
三
～
　

　
四
七
頁
（
第
三
章
）
。

⑦
二
章
注
①
b
・
c
・
d
・
e
。
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四
　
「
村
柄
」
と
村
落
類
型
観

　
1
　
　
「
村
柄
」
の
観
察

　
村
落
を
類
型
化
す
る
に
は
、
支
配
下
の
諸
藩
の
諸
特
徴
を
把
握
し
、
比
較
す
る
作
業
が
葡
提
と
な
る
。
さ
ら
に
そ
の
前
提
に
は
、
『
県
令
須

知
』
が
村
里
の
「
差
別
」
を
把
握
す
べ
し
と
説
い
た
よ
う
に
、
国
も
地
域
も
村
落
も
、
一
つ
一
つ
が
性
格
を
異
に
す
る
個
性
的
な
存
在
で
あ
っ

て
、
十
把
一
絡
げ
に
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
地
理
的
・
空
間
的
差
異
に
関
す
る
基
本
的
な
洞
察
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
で
は
地
方
役

人
は
具
体
的
に
は
何
の
把
握
を
求
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
地
方
書
に
は
、
云
々
を
廻
り
、
あ
る
い
は
見
分
す
る
際
に
、
代
宮
で
あ
れ
、
手
代

で
あ
れ
、
日
常
的
に
観
察
し
、
記
録
し
、
把
握
す
べ
き
情
報
を
説
明
し
た
件
が
散
見
さ
れ
る
。

　
　
草
々
田
畑
・
屋
敷
・
山
林
・
野
方
・
海
川
境
目
等
、
或
は
地
面
石
盛
位
之
善
悪
、
例
年
之
坪
刈
之
升
呂
、
米
井
麦
・
大
豆
・
雑
穀
迄
之
善
悪
・
売
買
之
直

　
　
段
、
往
々
選
挙
附
反
取
、
村
方
之
盛
衰
、
旱
損
之
所
及
所
詮
訳
、
堤
・
川
二
障
請
所
、
以
枠
・
気
層
・
水
門
・
箆
等
、
此
外
諸
事
之
儀
朝
夕
心
に
掛
、
大

　
　
法
を
覚
候
様
に
仕
、
若
御
尋
有
之
、
有
理
之
儀
申
上
候
様
に
可
致
之
事
。
（
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
『
地
方
竹
馬
集
』
手
代
に
統
監
候
別
紙
覚
書
之
事
、

　
　
　
一
九
六
頁
）

右
は
、
幕
府
の
甲
州
領
に
関
係
す
る
と
さ
れ
る
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
の
『
地
方
竹
馬
集
』
の
文
例
で
あ
る
。
手
代
が
日
常
的
に
把
握
す
べ

き
農
業
と
商
品
流
通
・
金
銭
収
入
に
関
わ
る
雑
多
な
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
総
じ
て
そ
の
村
の
繁
栄
の
度
合
い
と
経
済
的

な
収
支
、
す
な
わ
ち
「
村
方
之
盛
衰
」
に
関
心
が
収
敏
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
で
は
、
前
章
の
検
討
に
よ
れ
ば
村
落
類
型
的
視
点
の
存
在
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が
窺
わ
れ
る
松
江
藩
の
地
方
書
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
　
沖
繋
見
立
国
事
。
北
に
山
林
有
り
、
三
方
連
台
、
日
受
能
く
、
用
水
懸
り
自
由
に
し
て
里
川
近
く
、
往
来
之
自
由
或
は
竹
薪
艸
自
由
な
る
村
。
又
其
次
は

　
　
一
芳
も
山
、
感
受
よ
く
鷺
草
島
木
用
水
之
便
り
宜
き
村
。
谷
懸
盤
様
子
・
日
受
・
用
水
・
牛
馬
・
人
足
之
出
入
自
由
を
考
、
或
は
其
村
田
豊
州
外
徳
用
有

　
　
之
儀
も
考
、
分
別
し
て
村
柄
善
悪
可
知
事
。
（
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
写
『
伝
法
記
臨
九
五
頁
）

こ
こ
で
も
似
た
項
目
が
挙
げ
ら
れ
た
上
で
、
「
村
柄
善
悪
」
を
分
別
せ
よ
と
結
ば
れ
て
い
る
。
も
う
～
つ
、
一
九
世
紀
の
民
間
学
者
に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
集
大
成
的
地
方
書
か
ら
例
を
見
た
い
。

　
　
廻
帯
す
る
に
は
…
…
、
兼
て
手
帳
を
拒
干
て
、
作
方
の
様
子
、
皐
損
場
・
水
損
場
、
山
方
・
里
方
、
古
来
検
地
の
甲
乙
、
土
地
の
広
狭
、
村
立
善
悪
の
事

　
　
ま
で
を
委
細
に
此
を
記
す
べ
し
。
（
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
魍
農
政
本
論
㎏
一
四
五
～
六
頁
）

こ
こ
で
は
、
そ
の
村
が
「
山
方
」
か
「
里
方
」
か
と
い
っ
た
こ
と
や
、
「
村
立
善
悪
」
に
つ
い
て
手
帳
に
メ
モ
し
て
お
く
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て

い
る
。
右
に
見
た
「
村
方
之
盛
衰
」
・
「
村
柄
善
悪
」
・
「
村
立
善
悪
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
他
に
も
「
村
々
善
悪
」
・
「
村
方
上
下
」
と
い
っ

た
様
々
な
言
い
方
と
し
て
も
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
、
自
然
と
経
済
の
両
面
に
関
す
る
そ
の
村
の
立
地
環
境
と
、
総
合
的
に
判
定
さ
れ
る
経
済

力
、
そ
し
て
担
税
能
力
が
含
意
さ
れ
た
雷
葉
だ
と
受
け
取
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
中
に
は
、
村
落
の
位
置
す
る
場
所
が
ど
の
よ
う
に
地
形
分

類
さ
れ
る
か
、
金
銭
収
入
の
手
段
と
な
る
自
然
の
資
源
が
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
点
も
含
ま
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

　
前
掲
表
1
の
「
村
落
類
型
的
語
彙
」
の
欄
で
は
、
各
地
方
書
で
「
村
柄
」
お
よ
び
そ
れ
に
類
す
る
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
括
弧

内
に
示
し
て
い
る
。
地
方
書
に
お
け
る
「
村
柄
」
の
初
見
は
、
「
里
方
」
の
初
見
と
同
じ
く
松
江
藩
の
『
田
法
記
』
（
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
）

で
あ
る
。
そ
の
後
は
、
「
村
柄
」
の
語
に
限
定
す
れ
ば
享
保
期
の
代
宮
・
勘
定
吟
味
役
を
勤
め
た
辻
守
参
の
『
地
方
要
集
録
』
（
寛
保
元
年
（
一

七
四
一
）
写
）
以
降
、
ま
た
「
村
方
之
盛
衰
」
と
い
っ
た
「
話
柄
」
以
外
の
語
で
あ
れ
ば
『
地
方
竹
馬
集
』
（
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
）
以
降
、

幕
府
関
係
者
の
手
に
な
る
地
方
書
を
含
め
て
散
見
さ
れ
る
。

　
近
世
農
政
史
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
村
柄
」
の
語
は
、
個
々
の
村
落
に
対
す
る
諸
情
報
の
把
握
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
い
う
よ
り
は
、
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①

　
八
世
紀
以
降
、
と
り
わ
け
享
保
改
革
期
の
増
徴
策
の
文
脈
で
言
及
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
端
的
に
言
え
ば
、
固
定
さ
れ
た
村
高
と
年
々
の
豊

凶
か
ら
貢
租
額
を
算
出
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
村
相
応
の
、
「
息
音
」
に
見
合
っ
た
貢
租
額
を
定
免
と
し
て
算
定
し
よ
う
と
す
る
動
き
で
あ
る
。

で
は
そ
の
変
化
の
な
か
で
、
「
山
方
」
か
「
里
方
」
と
い
っ
た
村
落
類
型
を
意
識
的
に
把
握
す
る
視
点
が
生
じ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の

関
心
は
そ
の
点
に
あ
る
。
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2
　
「
村
柄
」
の
視
点
と
村
落
類
型

　
そ
こ
で
次
に
、
貢
租
額
算
定
の
基
礎
と
な
る
検
地
に
直
接
関
わ
る
説
明
の
な
か
で
、
「
村
柄
」
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を

見
て
み
た
い
。
ま
ず
「
村
鑑
」
の
初
見
と
な
る
松
江
藩
の
『
田
法
記
』
（
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
）
の
「
検
地
二
軸
見
立
之
事
」
に
お
い
て
は
、

　
　
上
の
在
所
と
云
は
、
北
山
を
受
、
東
西
南
三
方
連
台
に
し
て
用
水
有
之
、
日
立
よ
く
町
里
近
く
、
浦
や
舟
手
の
薪
富
木
自
由
画
所
と
い
ふ
。
［
四
六
二
頁
］

と
い
う
記
述
に
続
い
て
、
「
中
の
在
所
」
・
「
下
之
在
所
」
、
さ
ら
に
「
里
方
之
上
在
所
」
・
「
里
方
之
中
之
在
所
」
・
「
里
方
の
下
之
在
所
」
の
特
徴

が
記
さ
れ
て
お
り
、
山
野
の
利
便
、
交
通
の
利
便
、
市
場
へ
の
遠
近
な
ど
か
ら
村
落
を
上
中
下
の
「
村
柄
」
に
分
類
す
る
目
安
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
幕
府
関
係
者
に
よ
る
地
方
書
に
お
い
て
も
、
前
節
で
見
た
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
の
『
地
方
竹
馬
集
瞼
が
検
地
に
お
け
る
石
盛
算
定

に
際
し
て
、
「
黒
々
稼
に
て
金
銀
米
銭
を
作
り
出
候
分
」
［
一
〇
三
頁
］
そ
の
他
を
記
録
し
て
そ
の
村
の
経
済
状
況
を
判
断
す
る
こ
と
を
勧
め
て

い
る
の
が
目
に
付
く
。
こ
の
よ
う
な
検
地
に
お
い
て
村
の
経
済
的
状
況
を
考
慮
す
べ
き
と
す
る
見
解
は
一
八
世
紀
に
も
継
承
さ
れ
、
と
り
わ
け

幕
府
勘
定
吟
味
役
・
辻
守
参
の
㎎
地
方
要
集
録
』
は
、
米
穀
の
収
穫
量
を
基
準
と
し
て
い
た
古
検
地
に
対
し
て
、
再
検
地
に
お
い
て
は
「
山

方
・
里
方
・
海
辺
・
町
場
」
と
い
っ
た
「
村
方
之
様
子
」
な
ら
び
に
商
品
作
物
を
勘
案
し
て
石
盛
を
決
定
す
べ
き
だ
と
す
る
。

　
　
　
田
畑
二
初
回
高
盛
を
附
候
時
ハ
、
坪
刈
靱
之
積
を
以
て
考
極
候
得
共
、
再
検
候
而
ハ
村
方
之
様
子
二
寄
山
方
・
里
方
・
海
辺
・
町
場
、
其
外
之
田
畑
作

　
　
候
米
穀
之
外
、
徳
用
有
之
物
作
り
候
場
所
等
晶
々
里
言
を
以
て
、
坪
刈
靱
之
積
量
外
二
石
盛
高
く
附
候
勘
弁
有
之
候
。
（
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
写

　
　
　
『
地
方
要
集
録
』
五
八
○
頁
）
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こ
こ
に
見
ら
れ
る
村
落
類
型
的
視
点
を
強
調
し
た
指
針
は
、
後
に
『
増
補
田
園
比
量
臨
（
三
六
頁
）
と
㎎
督
農
要
略
』
（
五
四
一
頁
）
に
そ
の
ま
ま

流
用
さ
れ
て
お
り
、
ほ
か
に
も
類
似
の
説
明
を
載
せ
た
地
方
書
が
散
見
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
検
地
に
際
し
て
「
村
柄
」
に
着
目
す
る
視
点
の
前
身
と
し
て
は
、
土
壌
に
加
え
て
灌
概
、
交
通
・
運
輸
条
件
を
勘
案
し
て
村
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
上
中
下
の
ラ
ン
ク
を
付
し
、
ラ
ン
ク
ご
と
の
豊
代
に
格
差
を
与
え
た
太
閤
検
地
の
「
村
位
別
石
盛
」
が
思
い
当
た
る
。
と
い
う
の
も
、
「
村

柄
」
の
初
見
と
な
る
『
田
法
記
』
が
、
右
に
示
し
た
よ
う
に
「
在
所
」
を
上
中
下
に
ラ
ン
ク
付
け
る
記
述
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

前
章
冒
頭
に
お
い
て
、
一
八
世
紀
前
半
の
幕
府
地
方
役
人
・
谷
本
教
の
『
県
令
須
知
』
第
二
章
「
村
里
」
か
ら
、
「
凡
べ
て
山
方
・
里
方
・
浜

方
等
の
差
別
有
」
ロ
五
三
頁
］
と
す
る
件
を
引
用
し
た
が
、
こ
の
箇
所
の
直
前
に
は
、
「
世
に
雷
伝
ふ
る
所
の
大
概
な
り
」
と
し
て
、
「
上
の

村
里
」
・
「
中
の
村
」
・
「
下
作
の
村
」
・
「
下
々
」
の
村
の
日
当
た
り
や
土
壌
の
特
色
を
説
明
す
る
記
述
が
挟
ま
れ
て
い
る
［
一
五
二
～
｝
五
三

頁
］
。
す
な
わ
ち
、
「
凡
べ
て
山
方
・
里
方
・
浜
方
等
の
差
別
有
」
と
い
う
指
摘
は
、
こ
の
よ
う
な
村
落
の
ラ
ン
ク
付
け
が
世
に
言
わ
れ
て
い
る

こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
さ
ら
に
村
落
類
型
的
視
点
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ち
な
み
に
、
村
落
の
ラ
ン
ク
付
け
に
関
わ
る
記
述
は
比
較
的
早
い
時
期
の
地
方
書
に
見
い
だ
さ
れ
（
前
掲
表
－
「
村
落
類
型
的
語
彙
」
の
欄
の
※

印
参
照
）
、
咽
地
方
古
実
録
』
（
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
改
）
に
お
け
る
「
六
欲
上
郷
下
郷
之
晶
々
知
ル
次
第
」
の
項
や
、
噸
地
方
聞
書
隠
（
寛
文
八

年
目
一
六
六
八
）
刊
）
の
「
村
々
浦
々
上
中
下
を
見
分
専
～
也
」
と
い
っ
た
記
述
が
目
に
付
く
。
前
者
の
『
地
方
古
実
録
』
は
簡
略
な
が
ら
、

村
々
の
「
品
」
を
見
る
に
際
し
て
運
輸
の
便
と
土
壌
に
言
及
し
て
い
る
。
後
者
の
興
地
方
聞
書
』
は
何
を
以
て
上
中
下
を
判
断
す
る
の
か
明
言

し
て
い
な
い
が
、
直
前
の
「
地
村
見
分
」
の
項
で
は
、
地
形
や
栽
培
作
物
の
種
類
、
祭
り
の
賑
わ
い
な
ど
、
地
方
役
人
が
観
察
す
べ
き
ポ
イ
ン

ト
が
雑
然
と
列
挙
さ
れ
、
関
心
が
土
壌
以
外
に
も
広
が
っ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
こ
の
視
点
は
「
撃
沈
」
的
な
視
点
に
近
い
視
点
と
い
っ
て

　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

よ
い
が
、
な
お
着
眼
点
が
単
純
で
未
整
備
で
あ
り
、
「
砂
錫
」
の
語
自
体
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
村
落
の
ラ
ン
ク
付
け
へ
の
言

及
は
、
地
方
書
に
お
い
て
は
、
『
地
方
落
穂
集
』
や
『
地
方
凡
例
録
』
に
収
録
さ
れ
た
年
不
詳
の
古
検
地
条
目
の
引
用
文
に
含
ま
れ
た
も
の
を

除
け
ば
、
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
の
『
勧
農
固
本
録
』
以
後
見
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
「
村
柄
」
へ
の
注
目
が
専
ら
説
か
れ
る
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と
い
う
変
化
が
生
じ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
検
地
に
際
し
て
土
壌
と
土
地
生
産
性
だ
け
に
観
察
を
限
定
せ
ず
、
「
村
柄
」
的
な
要
素
に
観
察
眼
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
幕
府

の
立
場
は
、
遅
く
と
も
一
七
世
紀
末
期
の
検
地
条
目
の
文
言
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
一
、
田
畑
石
盛
位
付
之
義
、
隣
村
之
盛
相
考
、
甲
乙
無
碍
様
、
尤
山
方
・
野
方
之
処
は
格
別
嵐
山
、
可
有
盆
ひ
心
得
儀
に
候
。
尤
用
水
・
悪
水
の
懸
引
、
旱

　
　
損
・
水
損
場
、
藪
林
之
日
陰
・
日
向
等
迄
相
考
位
付
可
致
之
。
井
田
畑
所
帯
明
細
に
書
付
、
掃
墨
論
詰
之
名
相
違
無
之
様
、
水
帳
に
可
記
之
。
平
然
地
面

　
　
之
不
依
善
悪
、
或
は
田
方
・
馬
方
に
多
少
、
或
は
農
業
之
外
余
慶
有
之
昏
々
は
相
考
え
、
…
…
可
成
入
念
吟
味
之
上
に
て
相
極
候
事
。
（
貞
享
三
年
（
㏄

　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
⊥
ハ
八
六
）
「
営
川
」
）

　
　
　
一
、
田
畑
石
盛
位
付
之
義
、
隣
村
地
続
近
郷
之
様
子
相
術
、
甲
乙
無
藤
野
可
入
念
。
山
方
・
野
方
漁
村
者
流
有
差
別
、
其
心
得
尤
に
候
。
二
二
・
水
損
場
、

　
　
用
水
懸
、
日
請
等
迄
相
考
、
先
議
に
も
不
構
、
地
面
に
相
応
、
井
五
ヶ
年
取
平
均
を
以
取
箇
に
不
相
応
に
無
之
様
、
…
…
。
（
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
　
「
信
州
高
遠
領
検
地
条
目
」
）

石
盛
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
隣
村
の
そ
れ
を
参
照
す
べ
き
で
あ
る
が
、
「
山
方
・
野
方
」
の
村
は
同
列
に
は
扱
え
な
い
こ
と
、
そ
し
て
農
業
の

諸
条
件
と
農
業
以
外
の
「
余
慶
」
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
「
山
方
・
野
方
」
の
村
は
別
に
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
こ
れ
ら
の
条

目
は
明
確
に
は
説
明
し
て
い
な
い
が
、
一
般
の
村
落
と
同
じ
よ
う
に
見
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
村
落
類
型
的
な
意
識
を
窺
う
こ
と
は
で
き
る
。

右
の
検
地
条
目
に
は
「
村
柄
」
の
語
は
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
一
八
世
紀
に
入
る
と
、

　
　
御
取
箇
三
儀
、
年
々
吟
味
有
之
事
候
得
共
、
向
後
御
代
官
番
え
申
渡
、
畳
々
之
様
子
実
事
二
相
糺
、
立
毛
計
二
不
限
、
村
落
等
考
之
、
不
難
風
年
は
、
何

　
　
程
迄
二
取
附
可
罰
と
免
附
致
し
為
差
出
、
御
勘
定
所
え
差
置
、
年
々
右
帳
薦
二
引
合
、
其
年
之
豊
凶
二
随
ひ
、
吟
味
候
様
二
可
可
融
候
。
…
…
（
延
享
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
年
（
～
七
四
七
）
「
御
勘
定
奉
行
え
」
）

　
　
各
支
配
所
之
事
、
是
迄
年
々
備
中
検
見
こ
被
踏
越
候
節
も
、
立
毛
之
出
来
方
等
一
通
り
見
分
動
輪
は
、
逗
留
愚
問
も
無
燈
、
被
致
帰
府
露
量
二
候
。
然
処
、

　
　
村
柄
之
盛
衰
、
農
業
之
儀
は
不
及
申
、
野
山
海
勲
等
之
二
方
、
川
除
痛
悪
水
之
掛
引
、
雲
外
盗
賊
博
前
之
防
等
、
其
国
風
・
人
気
等
勘
弁
い
た
し
、
其
地
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之
治
方
心
を
尽
し
可
被
申
事
勿
論
之
儀
覧
て
、
畢
寛
厳
取
箇
附
之
儀
も
右
詰
襟
に
随
ひ
、
其
村
々
的
当
之
高
下
可
有
之
事
尻
付
、
…
…
。
（
寛
政
元
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
　
（
一
七
八
九
）
「
御
代
官
え
申
渡
」
）

と
し
て
、
毎
年
の
貢
租
額
査
定
に
お
い
て
立
毛
ば
か
り
で
な
く
「
村
柄
」
を
、
そ
し
て
「
野
山
海
川
」
の
「
稼
」
を
考
慮
せ
よ
と
す
る
法
令
を

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
地
方
役
人
の
眼
を
農
業
以
外
の
要
素
、
と
り
わ
け
金
銭
収
入
へ
と
導
い
て
い
く
文
脈
の
な
か
で
村
落

類
型
が
意
識
さ
れ
た
原
因
は
、
山
・
野
・
海
の
「
稼
」
へ
の
着
目
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
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3
　
貢
租
額
操
作
に
お
け
る
「
村
柄
」
と
稼

　
こ
こ
で
、
地
方
書
と
し
て
「
村
柄
」
の
語
を
最
も
早
く
用
い
た
松
江
藩
の
岩
崎
左
久
治
『
田
法
記
匝
が
、
村
落
の
類
型
を
ど
の
よ
う
に
意
識

し
て
い
た
か
を
見
て
み
た
い
。
「
民
治
問
答
之
事
」
の
項
に
、

　
　
　
一
、
黒
人
之
日
、
国
府
に
近
き
山
辺
は
炭
爆
竹
萱
罫
描
、
売
買
の
利
を
知
り
、
海
辺
は
漁
井
塩
を
焼
、
里
方
軍
民
は
田
畑
画
地
に
み
の
る
米
穀
之
外
は
何

　
　
の
か
か
わ
り
も
な
く
世
の
い
と
な
み
を
送
る
に
、
一
国
平
均
の
利
は
な
き
也
と
云
。
本
日
、
里
方
之
田
地
を
作
る
民
も
、
人
夫
種
手
間
作
料
を
考
へ
引
除
、

　
　
其
余
れ
る
を
君
に
躍
る
。
大
道
筋
の
村
里
は
公
用
し
げ
き
役
目
を
勤
め
君
に
納
め
、
取
の
内
を
引
免
も
有
り
。
府
城
近
き
浦
山
之
在
所
は
、
炭
薪
竹
木
魚

　
　
塩
に
て
、
売
買
の
利
は
ひ
を
知
る
金
銀
米
銭
の
高
に
応
じ
て
、
米
に
直
し
て
其
十
ヶ
一
、
廿
ヶ
一
を
秋
の
取
に
加
へ
て
君
に
納
る
時
は
、
一
国
平
均
之
理

　
　
な
り
と
い
ふ
。
［
四
六
〇
頁
］

と
し
て
「
山
辺
」
・
「
海
辺
」
・
「
里
方
」
の
三
者
が
対
比
さ
れ
る
件
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
藩
内
の
生
業
に
地
域
差
が
大
き
く
、
こ
れ
を
同
一
の

貢
租
法
で
取
り
扱
う
こ
と
の
不
条
理
を
解
消
す
る
方
法
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
近
世
の
貢
租
法
は
、
農
業
以
外
の
収
益
に
対

し
て
小
物
成
・
運
上
な
ど
を
賦
課
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
固
定
額
ま
た
は
固
定
し
た
税
率
に
縛
ら
れ
、
支
配
領
域
内
の
様
々

な
生
業
の
あ
り
方
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
体
制
で
あ
っ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
こ
こ
で
㎎
田
法
記
』
が
提
示
し
た
解
答
は
、
実
収
入
に
応
じ
た

所
得
税
的
な
性
質
を
持
っ
た
貢
租
法
で
あ
る
が
、
こ
の
方
法
に
見
合
っ
た
見
た
な
貢
租
法
を
案
出
す
る
な
ら
ば
、
幕
藩
体
制
の
基
調
で
あ
る
石
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高
制
を
大
き
く
変
更
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
現
実
に
実
行
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
石
高
制
の
範
囲
内
で
の
貢
租
額
の
操
作
で
あ
り
、
「
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

柄
」
を
反
映
さ
せ
た
石
盛
設
定
と
免
（
取
箇
）
の
操
作
で
あ
る
。

　
そ
の
可
否
を
め
ぐ
る
叙
述
が
、
享
保
期
の
幕
府
勘
定
吟
味
役
・
左
遷
参
の
『
地
方
要
集
録
隠
（
寛
保
元
年
（
～
七
四
一
）
写
）
に
見
ら
れ
る
。

前
節
に
引
用
し
た
よ
う
に
本
書
は
、
「
再
検
上
溝
ハ
村
方
之
様
子
二
寄
、
山
方
・
里
方
・
海
辺
・
町
場
、
其
外
之
田
畑
車
馬
米
穀
濁
声
、
徳
用

有
之
物
作
り
候
場
所
等
品
々
之
考
を
以
て
、
坪
刈
籾
之
積
之
外
二
石
盛
高
く
附
帯
勘
弁
有
之
候
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
実
は
こ
の
箇
所
は
地
方

行
政
に
関
す
る
あ
る
問
い
に
答
え
た
書
付
の
控
え
で
あ
り
、
そ
の
前
段
と
し
て
次
の
よ
う
な
文
言
が
あ
る
。

　
　
理
屈
を
以
申
候
へ
者
、
元
来
検
地
之
石
盛
極
候
時
、
上
田
壱
歩
静
養
期
籾
壱
升
可
有
之
地
所
ハ
、
三
百
歩
之
壱
反
二
等
二
三
石
取
竃
馬
り
を
以
て
、
米
五

　
　
合
摺
二
〆
、
有
米
町
石
五
斗
を
拾
五
釜
石
盛
二
而
極
候
。
葉
者
有
米
之
五
分
ハ
七
竃
五
升
二
而
候
間
、
是
を
根
取
二
致
し
、
七
斗
五
升
ハ
た
や
す
く
可
被

　
　
取
筈
二
而
候
間
、
是
を
定
格
之
根
取
止
立
、
御
取
箇
之
元
二
可
謬
論
と
申
勘
定
相
之
理
屈
者
一
筋
立
候
芝
之
積
二
候
へ
共
、
如
是
二
取
候
義
難
成
候
故
、

　
　
理
屈
取
二
塁
ハ
百
姓
困
窮
二
成
候
。
石
盛
極
候
元
ハ
先
坪
刈
籾
之
積
二
而
候
へ
ど
も
、
～
概
左
様
二
而
ハ
百
姓
甚
困
窮
二
成
候
。
〔
五
七
九
～
五
八
○
頁
］

「
理
屈
」
か
ら
言
え
ば
石
盛
は
、
検
地
で
坪
刈
し
て
収
穫
量
を
計
量
し
、
斗
代
を
決
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
算
出
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
「
理

屈
取
」
で
あ
り
、
「
理
屈
取
一
書
ハ
百
姓
困
窮
」
に
な
る
と
言
う
。
だ
か
ら
再
検
地
の
際
に
は
「
村
方
之
様
子
」
・
「
山
方
・
里
方
・
海
辺
・
町

場
」
の
違
い
、
そ
し
て
商
品
作
物
の
状
況
を
意
識
す
べ
き
だ
、
と
い
う
指
摘
が
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
書
は
ま
た
、
別
の
知
行
所
の
検
地

に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
助
言
を
行
っ
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。

　
　
取
箇
之
儀
、
急
二
法
式
を
改
候
蚤
取
増
候
了
簡
、
当
分
一
両
年
ハ
何
分
二
も
成
事
二
三
へ
共
、
是
学
長
久
之
法
二
而
無
之
候
。
取
箇
ハ
坪
刈
を
以
て
取
致
、

　
　
　
理
屈
取
・
色
取
・
毛
揃
取
・
合
乱
取
な
ど
・
品
々
漸
有
之
候
得
共
、
検
地
さ
へ
平
直
二
成
候
得
バ
、
取
箇
ハ
ひ
と
り
で
二
堺
能
成
事
二
候
。
畢
糟
取
箇
ハ

　
　
考
之
一
字
二
而
取
候
義
二
而
、
村
方
よ
り
仕
置
百
姓
平
常
之
渡
世
之
暮
方
、
山
方
・
解
方
村
柄
之
…
様
子
を
も
つ
て
取
筆
付
候
義
と
、
百
姓
灯
心
屈
候
得
バ

　
　
困
窮
二
成
候
故
、
心
之
離
れ
不
申
馬
韓
さ
へ
取
扱
候
へ
者
、
少
之
取
箇
ハ
高
く
候
而
も
、
中
々
困
窮
不
二
事
二
候
。
此
勘
弁
甚
巧
者
二
入
事
二
男
。
邪
心

　
　
　
二
少
々
地
方
存
候
と
申
ハ
、
却
而
素
人
二
者
劣
り
申
事
二
塁
。
［
五
八
八
～
五
八
九
頁
］
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こ
の
雷
明
は
、
享
保
前
後
に
代
官
と
幕
府
勘
定
吟
味
役
を
経
験
し
た
官
僚
の
見
解
を
示
す
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
検
地
さ
え
確
か
で
あ
れ

ば
、
年
々
の
貢
租
額
は
ひ
と
り
で
に
決
ま
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
百
姓
の
渡
世
と
「
山
方
・
里
方
」
と
い
っ
た
「
斜
位
」
の
様
子
を
考
え
る
し

か
な
い
の
だ
と
言
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
地
方
役
人
に
は
「
村
柄
」
を
把
握
し
、
判
断
す
る
高
い
能
力
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
実
に

は
地
方
役
人
に
よ
っ
て
そ
の
能
力
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
は
い
る
が
、
斗
代
と
村
高
と
い
う
石
高
制
の
根
本
に
は
何
ら
手
を
加

え
る
こ
と
な
く
、
実
質
的
な
貢
租
額
の
操
作
に
よ
っ
て
、
農
地
以
外
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
収
入
を
貢
租
に
吸
収
す
る
こ
と
を
推
奨
す
る
の
が
、

著
者
辻
守
参
の
本
意
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

　
辻
守
参
が
示
し
た
「
理
屈
取
」
に
対
す
る
批
判
は
、
後
の
地
方
書
に
も
～
定
の
影
響
を
与
え
た
と
み
ら
れ
、
例
え
ば
『
算
法
地
方
指
南
』

（
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
刊
）
に
、

　
　
田
方
検
見
働
事
取
箇
は
古
検
・
新
検
、
地
広
・
地
詰
り
、
其
村
の
島
外
の
か
せ
ぎ
、
山
林
・
海
辺
・
市
場
に
吟
味
を
尽
し
て
、
取
箇
を
付
け
極
め
る
こ
と
、

　
　
理
屈
取
に
な
ら
ぬ
様
に
正
理
を
以
て
、
順
路
を
施
し
て
困
窮
に
及
ば
ぬ
様
に
鷺
宮
を
附
る
事
、
役
人
の
肝
要
大
切
の
こ
と
な
り
。
ロ
ご
頁
］

と
の
文
言
が
み
え
、
こ
れ
と
同
文
の
記
述
が
天
保
一
四
年
（
一
八
四
二
）
の
『
増
補
田
園
類
説
』
［
一
一
八
頁
］
に
も
み
え
る
。
ま
た
一
方
、
こ

の
立
場
を
部
分
的
に
批
判
す
る
地
方
書
も
み
ら
れ
た
。
真
壁
瀟
瀟
の
『
地
理
細
論
集
瞼
（
宝
暦
九
年
（
～
七
五
九
）
）
は
、
『
地
方
要
集
録
撫
を
何

箇
所
も
引
用
し
て
批
判
し
て
い
る
が
、
先
に
掲
げ
た
箇
所
に
対
し
て
は
、
「
予
日
、
本
文
に
云
石
盛
籾
よ
り
出
し
も
の
と
も
寒
極
と
の
思
ひ
入
、

亦
盛
衰
を
考
、
見
込
を
以
極
し
な
ど
・
い
ふ
事
、
当
も
の
な
し
」
［
一
〇
四
墓
と
述
べ
、
綿
作
の
場
合
を
例
に
と
っ
て
、
収
穫
を
米
に
換
算
し

て
石
盛
と
す
る
方
法
を
示
し
、
金
銭
収
入
は
曖
昧
に
推
定
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
数
学
的
に
算
出
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

地
方
役
人
の
「
見
込
」
に
よ
っ
て
貢
租
額
を
操
作
し
よ
う
と
す
る
『
地
方
要
集
録
』
の
立
場
に
対
し
て
、
『
地
理
細
論
集
』
は
石
盛
は
そ
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

り
に
手
続
き
を
経
て
算
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
い
う
原
則
論
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
枇
判
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
｛
七
盤
紀
末
以
降
の
地
方
書
、
と
り
わ
け
幕
府
地
方
役
人
の
手
に
な
る
地
方

書
に
お
い
て
は
、
農
地
以
外
か
ら
の
金
銭
収
入
に
対
す
る
関
心
が
動
か
し
難
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
む
し
ろ
『
地
理
細
論
耳
隠
の
立
場
は
、
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そ
の
よ
う
な
傾
向
に
警
告
を
発
す
る
少
数
派
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
一
八
世
紀
以
降
の
地
方
書
が
「
山
方
」

ど
の
よ
う
に
類
型
化
し
、
位
置
づ
け
て
み
せ
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
批
判
が
あ
っ
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。

の
経
済
力
を

30　（966）
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「
由
方
」
に
お
け
る
農
業
と
稼

惣
て
国
土
に
田
地
の
即
下
は
山
林
な
く
、
田
地
聞
耳
華
甲
ハ
山
林
要
物
と
知
る
へ
し
。
山
家
は
田
地
す
く
な
し
と
い
へ
と
山
か
せ
き
に
て
世
を
渡
り
、
海

辺
は
朗
地
な
し
と
い
へ
と
海
か
せ
き
出
て
世
を
渡
ル
。
宅
一
頁
］
（
田
中
休
愚
『
民
間
点
心
幽
（
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
）

男
女
か
せ
ぎ
有
な
し
を
知
、
集
村
へ
金
銀
入
候
積
な
ど
考
べ
し
。
か
せ
ぎ
な
く
し
て
作
選
り
を
以
て
妻
子
下
人
等
を
も
は
ご
く
む
所
は
、
取
ケ
に
用
捨
な

く
し
て
は
百
姓
つ
“
か
ず
。
か
せ
ぎ
専
ら
に
過
る
所
は
其
家
職
の
仕
合
さ
へ
よ
く
候
得
ば
、
年
貢
高
め
し
て
も
不
痛
。
家
職
の
仕
合
あ
し
く
候
得
ば
、
年

貢
下
免
に
て
も
迷
惑
す
る
也
。
た
と
へ
ば
徳
望
を
し
絹
紬
を
織
、
麻
を
う
み
、
布
木
綿
を
織
、
紙
を
す
き
、
或
は
山
か
せ
ぎ
・
浦
稼
、
互
恵
さ
ま
ざ
ま
有
。

左
様
卵
舟
は
、
田
地
は
す
く
な
く
人
数
多
き
も
の
也
。
然
る
ゆ
へ
所
に
確
た
る
も
の
は
皆
喰
尽
し
、
他
所
よ
り
穀
物
を
買
入
る
ゆ
へ
、
世
間
の
米
相
場
下

直
な
れ
ば
く
つ
ろ
ぎ
、
高
直
な
れ
ば
難
儀
す
る
也
。
［
二
五
二
～
三
頁
］
（
神
尾
包
吟
唱
四
民
格
組
重
宝
記
』
（
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
序
）
）

　
「
山
方
」
に
お
け
る
山
稼
に
触
れ
た
地
方
書
は
多
い
。
右
二
例
は
一
八
世
紀
の
比
較
的
早
い
時
期
の
例
を
選
ん
だ
も
の
だ
が
、
後
者
『
四
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

格
致
重
宝
記
』
が
示
す
よ
う
に
様
々
な
稼
ぎ
が
あ
る
な
か
で
、
「
山
稼
」
は
そ
の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
前
者
『
民
間
翠
黛
瞼
が
簡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

潔
に
記
し
た
よ
う
に
、
「
山
稼
」
と
「
浦
稼
」
に
限
っ
て
は
、
稼
の
代
表
例
と
し
て
対
心
的
に
対
置
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
こ
こ
で
漁
村

と
対
比
さ
れ
る
山
稼
の
村
と
し
て
の
山
村
像
は
、
い
わ
ゆ
る
「
慶
安
御
触
書
」
に
も
表
現
さ
れ
て
い
た
通
り
で
あ
る
。

　
様
々
な
村
落
の
な
か
か
ら
「
稼
」
の
村
を
特
別
平
す
る
よ
う
に
類
型
化
す
る
姿
勢
は
、
享
保
以
降
繰
り
返
し
出
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
新
規
商

売
停
止
令
」
に
も
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
　
～
、
浦
方
・
山
方
か
せ
き
事
ハ
格
別
、
其
外
之
在
々
有
翼
長
物
量
外
、
諸
商
売
停
止
之
事
。
（
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
「
覚
」
）

　
　
　
～
、
惣
而
百
姓
農
業
を
粗
略
二
致
し
、
商
売
事
に
懸
り
候
儀
、
可
停
止
候
。
侭
、
年
久
敷
商
売
事
仕
来
候
も
の
ハ
、
其
通
り
二
而
、
自
今
新
規
二
商
売
事
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不
可
致
、
耕
作
専
一
二
聴
入
嘉
事
。
　
／
坦
、
山
方
二
曲
材
木
炭
焼
等
、
海
辺
二
漁
猟
等
致
し
、
右
品
々
ハ
新
規
二
商
売
之
事
始
為
格
別
事
。
（
享
保
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
年
（
｝
七
二
二
）
「
百
姓
新
規
家
作
井
新
規
商
売
停
止
其
外
之
儀
御
書
付
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

「
新
規
商
売
停
止
令
」
は
近
世
農
政
史
研
究
に
お
い
て
繰
り
返
し
注
目
さ
れ
て
き
た
条
文
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
深
谷
克
己
の
端
的
な
指
摘
を

確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
百
姓
を
「
耕
作
専
一
（
農
耕
専
　
）
」
の
年
貢
の
民
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
幕
藩
権
力
の
あ
り
方
が
、

他
の
稼
を
本
業
た
る
農
業
か
ら
外
れ
た
「
農
業
の
外
」
・
「
農
隙
し
・
「
農
問
」
・
「
作
間
」
の
「
余
業
」
・
「
余
稼
」
と
み
な
す
結
果
に
な
っ
て
い
た

と
の
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
価
値
観
を
背
景
に
し
て
、
百
姓
を
「
耕
作
専
一
」
に
圃
帰
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
法
令
の
一
つ
と
し
て
、

右
の
「
新
規
商
売
停
止
令
」
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
農
業
中
心
主
義
的
な
政
策
の
な
か
で
、

「
山
方
」
・
「
造
方
（
海
辺
）
」
は
新
規
の
稼
を
許
容
さ
れ
た
例
外
と
し
て
、
「
薪
規
商
売
停
止
令
」
の
な
か
で
付
言
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
に
、
稼
な
し
で
は
成
り
立
た
な
い
「
山
方
」
と
「
浦
方
（
海
辺
）
」
の
現
状
を
追
認
し
よ
う
と
す
る
動
き
の
み
を
見
い
だ
す
と
す
れ
ば
一

面
的
で
あ
ろ
う
。
前
節
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
「
聖
柄
」
把
握
と
関
連
し
た
貢
租
額
操
作
の
動
き
は
、
ち
ょ
う
ど
享
保
期
を
挟
む
一
七

世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
幕
府
に
お
い
て
徐
々
に
明
瞭
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
動
向
と
の
関
連
を
考
え
る
な
ら
ば
、
「
耕
作

専
一
」
を
推
奨
す
べ
き
「
里
方
」
の
村
と
は
別
個
に
、
貢
租
負
担
の
基
盤
と
な
る
稼
を
奨
励
す
べ
き
村
落
と
し
て
「
山
方
」
と
「
買
方
」
を
位

置
づ
け
よ
う
と
す
る
視
点
を
、
そ
の
背
後
に
見
い
だ
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
際
、
「
野
方
」
や
「
川
辺
」
や
「
町
場
」
と
い
っ
た
他
の

村
落
類
型
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
お
け
る
明
確
な
位
置
づ
け
に
乏
し
い
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
稼
ぎ
の
村
と
し
て

「
里
方
」
に
対
置
さ
れ
る
類
型
は
「
山
方
」
と
「
南
方
」
に
限
定
さ
れ
、
「
里
方
」
・
「
山
方
」
・
「
直
方
」
の
三
類
型
が
よ
り
強
く
対
置
さ
れ
る

構
図
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
山
方
」
と
「
浦
方
」
に
対
す
る
「
稼
の
村
方
」
と
い
う
類
型
化
に
関
し
て
は
、
そ
の
弊
害
に
つ
い
て
も
言
及
が
成
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
そ
の
例
を
、
ち
ょ
う
ど
「
新
規
商
売
停
止
令
」
と
同
じ
時
期
に
作
成
さ
れ
た
鹿
峰
田
理
署
辰
課
藪
』
（
享
保
七
年
（
～
七
二
二
）
序
）

か
ら
見
て
お
き
た
い
。
本
書
は
、
著
者
の
実
体
は
不
詳
で
は
あ
る
が
、
特
定
の
藩
で
の
み
通
用
す
る
内
容
で
は
な
く
、
汎
用
性
が
高
い
内
容
と

31 （967）



な
っ
て
お
り
、
左
の
内
容
も
こ
の
時
期
の
地
方
役
人
が
抱
い
て
い
た
考
え
方
の
一
典
型
と
し
て
受
け
取
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
山
に
村
屠
す
る
所
に
て
山
の
利
を
壷
鐙
な
ら
さ
る
村
も
有
へ
し
。
或
は
川
に
添
民
居
に
し
て
用
水
の
利
を
得
事
な
ら
ぬ
村
も
有
へ
し
。
故
に
郡
吏
た
る
者
、

　
　
深
く
察
し
、
其
利
用
偏
侮
な
ら
し
む
へ
か
ら
す
。
…
…
都
て
海
浜
に
て
漁
網
の
業
を
な
す
事
不
能
、
河
辺
に
て
其
利
用
を
得
る
事
不
能
、
原
野
に
て
其
村

　
　
に
属
せ
る
野
な
く
し
て
魏
刈
採
る
事
不
能
、
山
に
有
村
里
の
山
の
利
用
を
得
る
こ
と
あ
た
は
す
、
則
不
利
多
し
て
必
百
姓
疲
困
す
へ
し
。
常
に
租
税
を
う

　
　
す
く
し
て
補
助
肝
要
也
。
巡
視
の
時
委
曲
可
吟
味
事
也
。
〔
三
～
～
三
二
頁
］

右
の
引
用
部
分
の
直
前
に
は
、
「
凡
郷
内
を
巡
視
す
る
に
、
其
風
土
に
随
ひ
、
応
不
応
、
利
不
利
の
差
別
有
る
事
を
察
せ
す
ん
は
有
へ
か
ら
す
」

と
あ
り
、
「
村
柄
」
的
な
視
点
を
活
か
し
た
貢
租
額
操
作
が
肯
定
す
る
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
続
く
こ
の
箇
所
は
、
山
地
や
原

野
に
位
置
す
る
村
だ
か
ら
、
あ
る
い
は
河
海
に
臨
む
村
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
稼
に
恵
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
立

地
条
件
の
み
の
判
断
か
ら
不
当
に
高
い
貢
租
額
査
定
が
為
さ
れ
る
こ
と
を
警
戒
す
る
指
摘
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
裏
を
返
せ
ば
、
そ
れ

だ
け
「
山
方
」
・
「
浦
方
」
に
対
す
る
類
型
的
で
、
あ
る
意
味
単
純
化
さ
れ
た
見
方
が
、
享
保
期
頃
の
地
方
役
人
と
地
方
書
に
お
い
て
強
ま
り
つ

つ
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　
単
純
な
類
型
化
が
も
た
ら
す
も
う
一
つ
の
弊
害
は
、
村
落
を
構
成
す
る
村
民
の
生
業
の
差
異
を
捨
象
し
て
し
ま
う
点
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を

警
告
し
た
早
い
例
は
、
「
村
方
加
斗
田
畠
之
外
二
山
鼠
キ
・
海
磯
働
キ
・
商
売
業
等
様
々
其
村
内
に
て
も
一
統
な
ら
す
。
仁
保
ノ
島
二
居
候
て

も
耕
作
　
途
之
百
姓
懸
、
可
部
辺
二
住
候
而
も
柿
木
不
持
百
姓
も
ア
リ
。
ケ
様
之
者
共
単
帯
村
之
漁
猟
成
来
候
所
務
を
免
之
見
込
二
値
候
而
ハ
、

田
畠
作
物
二
過
分
之
免
を
受
候
と
申
物
也
」
［
七
七
五
頁
］
と
す
る
広
島
藩
の
咽
芸
州
政
基
』
（
享
保
一
八
年
（
～
七
三
三
）
）
で
あ
る
。
こ
の

『
芸
州
政
基
』
の
指
摘
は
、
「
通
柄
」
や
「
稼
」
の
語
を
用
い
て
い
な
い
も
の
の
、
村
落
ご
と
に
類
型
化
し
た
見
方
を
当
て
は
め
、
村
落
全
体

の
租
税
額
を
操
作
す
る
こ
と
の
危
険
を
指
摘
し
た
早
い
例
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
。
類
似
の
指
摘
を
行
っ
た
地
方
書
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
が
、

『
算
法
地
方
大
成
』
（
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
刊
）
が
、
定
免
吟
昧
の
際
「
其
村
山
稼
・
漁
猟
等
」
を
貢
租
額
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
述
べ
つ

つ
も
、
「
漁
猟
・
山
稼
と
も
其
当
人
計
り
の
渡
世
に
相
成
、
一
体
の
百
姓
手
掛
ぬ
場
所
も
あ
り
。
一
概
に
は
な
し
が
た
き
事
な
り
。
能
々
勘
弁
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の
上
、
取
箇
に
見
込
、
百
姓
の
難
儀
に
な
ら
ぬ
や
う
取
計
ふ
べ
し
」
［
八
三
頁
］
と
し
て
い
る
の
が
目
を
引
く
。

　
ま
た
、
「
稼
の
村
方
」
と
い
う
位
置
づ
け
は
、
常
に
全
面
的
に
推
奨
さ
れ
、
評
価
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
　
八
世
紀
後
半
の
集

大
成
的
地
方
書
を
代
表
す
る
『
地
方
落
穂
集
嚇
（
宝
暦
±
二
年
（
一
七
六
三
）
）
は
「
山
方
」
・
「
浜
方
」
の
「
煮
端
」
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
　
山
方
・
浜
方
は
人
数
多
き
も
の
故
、
是
は
村
柄
の
目
当
に
な
ら
ず
。
浜
方
は
田
畑
な
く
、
只
漁
猟
の
み
渡
世
な
り
。
本
人
数
大
勢
入
る
仕
業
な
る
故
、
他

　
　
へ
嵐
る
事
な
く
、
漁
猟
の
み
を
業
と
す
る
渡
世
な
り
。
是
に
は
風
爾
の
変
に
付
、
一
向
猟
の
な
ら
ざ
る
日
多
し
。
滴
々
漁
猟
あ
り
て
も
、
平
日
他
借
し
て

　
　
今
日
を
暮
す
故
に
、
中
々
身
に
粛
呈
な
し
。
依
て
い
つ
れ
も
貧
乏
な
り
。
又
山
方
は
、
打
ち
ひ
ら
き
た
る
上
田
な
く
、
山
間
・
谷
間
、
撮
は
山
の
内
日
請

　
　
能
所
を
切
ひ
ら
き
て
作
る
と
い
へ
共
、
地
面
不
穏
ば
、
里
方
に
て
…
反
に
て
取
る
実
は
、
五
反
に
て
も
取
が
た
く
、
殊
に
折
角
に
た
ん
せ
い
し
て
仕
付
た

　
　
る
作
を
、
猪
・
鹿
・
猿
な
ど
に
荒
さ
れ
、
そ
こ
な
は
る
・
事
多
し
…
…
。
都
て
、
山
方
・
浜
方
の
人
数
多
き
は
見
当
に
不
成
と
は
、
是
を
以
て
い
ふ
な
り
。

　
　
さ
れ
ば
ケ
様
の
所
は
、
年
貢
取
毛
付
に
悉
く
勘
弁
あ
る
事
な
り
。
山
方
場
所
広
き
故
、
内
証
よ
ろ
し
と
の
み
心
得
べ
か
ら
ず
。
／
～
、
右
の
山
方
は
内
証

　
　
宜
と
い
ふ
は
、
山
門
の
村
の
事
な
り
。
是
は
後
に
山
有
之
、
山
稼
あ
り
、
前
は
打
開
き
作
場
多
く
、
里
方
同
前
の
所
な
り
。
殊
に
ケ
様
の
所
に
は
、
桑
・

　
　
漆
・
楮
・
油
木
と
も
有
之
。
翻
飼
、
絹
綿
を
仕
出
す
。
紙
漉
、
廃
置
か
き
、
漆
を
出
す
。
如
此
産
物
多
く
出
る
所
は
、
山
方
に
て
も
至
て
よ
ろ
し
く
、
山

　
　
寄
な
れ
ば
地
面
も
延
び
、
取
箇
も
里
方
よ
り
低
し
。
［
一
五
一
一
七
頁
］

こ
の
件
は
咽
地
方
凡
例
録
』
（
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
蹟
）
に
も
そ
の
ま
ま
流
用
さ
れ
て
い
る
が
、
人
口
が
多
い
か
ら
と
い
っ
て
「
山
方
」
・

「
浜
方
」
の
「
村
柄
」
を
過
大
評
価
で
き
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
が
目
に
付
く
。
そ
の
背
後
に
は
、
「
山
方
」
・
「
浜
方
」
と
も
に
、
不
安
定

な
生
業
に
よ
っ
て
予
想
以
上
に
多
く
の
貧
困
人
ロ
が
支
え
ら
れ
て
い
る
と
の
認
識
が
あ
り
、
「
山
方
」
の
農
業
条
件
の
悪
さ
が
、
獣
害
や
焼
畑

の
収
穫
量
、
住
居
か
ら
畑
弍
で
の
移
動
の
便
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
山
稼
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
農
業
と
い
う
基

盤
を
持
た
な
い
ま
ま
に
そ
の
日
暮
ら
し
を
続
け
る
手
段
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
山
稼
の
お
か
げ
で
裕
福
で
あ
り
、
貢
租
負
担
の
経
済

力
も
大
き
い
と
す
る
「
山
方
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
部
の
「
山
並
」
の
村
で
あ
る
と
し
て
、
類
型
化
さ
れ
た
「
山
方
」
像
を
鵜
呑
み
に
し
な
い

こ
と
を
警
告
し
て
い
る
点
は
、
前
述
の
『
農
諜
藪
』
の
立
場
に
通
じ
る
。
ち
ょ
う
ど
『
地
方
凡
例
録
撫
は
『
地
方
落
穂
集
』
に
は
無
い
次
の
一
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文
を
付
け
加
え
て
結
び
と
し
て
い
る
。
「
何
レ
山
廊
タ
・
浜
カ
タ
・
野
カ
タ
ト
モ
～
概
ニ
ハ
云
ヒ
難
シ
。
能
民
心
ヲ
付
テ
ム
ラ
柄
ヲ
見
分
ベ
シ
。

上
ヘ
ヨ
リ
ハ
見
晴
ガ
タ
シ
。
ム
ラ
ガ
ラ
善
悪
ヲ
ミ
ワ
ク
ル
モ
、
経
済
家
一
端
ト
イ
ヘ
リ
」
。
す
な
わ
ち
、
「
山
方
」
・
「
浜
方
」
・
「
野
方
」
と
も
単

純
に
類
型
化
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
実
際
の
「
村
柄
」
を
見
分
け
る
の
が
経
済
の
一
端
だ
と
言
う
。

　
『
地
方
落
穂
集
』
と
『
地
方
凡
例
録
』
は
、
「
山
方
」
と
「
浜
方
」
の
生
業
の
あ
り
方
を
正
面
か
ら
非
難
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
農

業
中
心
主
義
的
な
観
念
が
強
く
発
揮
さ
れ
た
一
部
の
地
方
書
で
は
、
山
村
や
漁
村
の
貧
困
の
原
因
を
農
業
の
劣
位
に
求
め
て
い
る
こ
と
が
特
筆

さ
れ
る
。

　
　
河
海
漁
網
の
利
、
山
野
狩
猟
の
益
有
る
村
里
、
反
て
困
窮
に
至
る
事
、
是
則
漁
猟
を
専
に
し
て
農
事
に
怠
る
故
也
。
古
代
は
農
事
の
余
力
を
以
て
漁
猟
し

　
　
羅
利
を
と
り
、
近
世
は
漁
猟
の
余
暇
に
農
事
を
成
す
。
如
斯
家
業
を
取
失
た
る
ゆ
へ
に
、
飢
饒
の
変
有
る
時
、
他
に
先
達
て
早
く
窮
す
。
…
…
河
海
山
野

　
　
の
漁
猟
、
自
他
の
交
易
の
商
学
を
専
に
、
農
事
に
疎
略
し
て
困
窮
せ
は
、
其
制
比
を
厳
に
す
へ
し
。
然
れ
ば
古
来
よ
り
倣
来
る
事
は
、
新
規
の
停
止
反
て

　
　
そ
の
村
の
衰
微
と
な
る
へ
し
。
（
享
保
七
年
（
一
七
ニ
ニ
）
序
『
農
竹
藪
』
～
三
～
一
四
頁
）

　
　
別
し
て
山
方
津
々
へ
は
云
聞
す
る
事
あ
り
。
山
方
は
開
べ
き
田
畑
す
く
な
き
ゆ
へ
、
山
林
を
伐
荒
し
、
山
稼
第
～
に
し
て
三
十
年
取
続
来
り
。
只
今
迄
山

　
　
を
荒
し
地
を
逸
し
置
た
る
は
さ
ん
ざ
ん
鞍
敷
里
な
れ
ど
も
、
農
を
量
る
人
な
き
ゆ
へ
、
す
ゑ
ず
ゑ
の
百
姓
は
作
と
い
ふ
こ
と
を
せ
ず
、
日
用
同
前
の
稼
の

　
　
み
に
し
て
年
月
を
過
し
来
る
は
、
是
非
も
な
き
次
第
な
り
。
自
今
は
、
地
を
持
た
る
百
姓
は
耕
作
第
～
に
し
、
成
る
べ
き
地
面
を
ば
開
発
し
、
作
間
に
山

　
　
冒
す
れ
ば
、
無
田
等
の
も
の
・
稼
多
く
成
、
渡
世
心
安
く
た
す
か
る
な
り
。
（
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
刊
『
農
家
貫
行
嚇
三
四
八
～
三
四
九
頁
）

『
農
謬
藪
』
は
「
薪
規
商
売
停
止
令
」
を
念
頭
に
お
い
て
の
叙
述
と
み
え
る
が
、
山
野
河
海
の
稼
ぎ
を
古
来
か
ら
の
も
の
で
な
く
、
逆
に
新
し

い
も
の
と
み
な
た
上
で
、
農
業
を
粗
略
に
し
て
困
窮
に
至
る
ほ
ど
の
商
売
・
稼
に
は
否
定
的
な
見
方
を
提
示
し
て
い
る
。
次
い
で
幕
府
代
宮
・

蓑
豊
麗
の
手
に
な
る
『
農
家
貫
行
』
は
、
「
山
稼
第
＝
に
し
て
耕
地
を
荒
ら
す
状
況
を
「
悪
繕
事
」
と
述
べ
、
「
耕
作
第
二
へ
の
転
換
を
説

諭
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
稼
に
傾
倒
す
る
「
山
方
」
に
否
定
的
で
あ
り
、
「
山
方
」
に
お
い
て
も
「
耕
作
第
こ
に
し
て
そ
の
間
に
稼
を
行
う

べ
き
だ
と
の
考
え
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
「
山
方
」
に
お
け
る
稼
を
積
極
的
に
位
置
づ
け
て
ゆ
く
立
場
に
対
し
て
、
同
時
に
一
方
で
は
こ
の
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よ
う
な
視
点
か
ら
「
山
方
」
が
把
握
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
「
山
方
」
は
、
一
般
の
農
村
と

は
異
な
り
稼
が
奨
励
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
立
場
と
、
そ
れ
と
は
反
対
に
「
山
方
」
に
お
い
て
も
や
は
り
「
耕
作
第
一
」
と
す
る
立
場
の
両
側

か
ら
、
相
反
す
る
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
た
村
落
類
型
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
農
業
と
稼
を
対
置
し
、
稼
を
亭
亭
稼
と
し
て
二
次
的
な
地
位
に
置
く
見
方
は
、
決
し
て
近
世
の
初
頭
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
深
谷
克

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

己
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
一
七
世
紀
の
「
稼
」
は
農
業
を
含
め
生
業
の
た
め
の
労
働
一
般
を
示
す
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
。
地
方
書
に
お
い

て
も
、
用
例
は
少
な
い
が
例
え
ば
「
雑
穀
之
稼
」
（
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
鞍
民
二
選
』
四
四
六
頁
）
と
い
う
語
句
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
用
例
に
対
し
て
、
一
八
世
紀
以
降
、
「
稼
」
が
農
業
以
外
の
労
働
、
特
に
金
銭
収
入
を
伴
う
生
業
を
意
味
す
る
に
至
っ
た
語
義
の
変
化
そ

の
も
の
に
本
稿
は
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
こ
に
は
単
に
諸
稼
の
興
隆
が
反
映
し
て
い
る
と
だ
け
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
深
谷

が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
耕
作
専
一
」
と
す
る
価
値
観
が
、
多
様
な
生
業
を
農
業
と
そ
れ
以
外
の
「
稼
」
と
に
区
分
し
、
対
置
さ
せ
る
に
至
っ

た
側
面
が
あ
る
。
そ
の
変
化
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
ち
ょ
う
ど
一
七
世
紀
か
ら
　
八
世
紀
に
か
け
て
、
「
村
柄
」
の
視
点
と
村
落
を
類
型
化

す
る
傾
向
が
明
確
化
し
た
こ
と
は
、
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
も
と
も
と
「
耕
作
専
一
」
も
し
く
は
「
耕
作
第
一
」
と
す
る
価
値
観
は
、
耕
地
の
生
産
性
に
基
準
を
置
く
石
高
制
に
整
合
的
な
価
値
観
で
あ

る
。
そ
の
石
高
制
の
枠
組
み
は
堅
持
し
つ
つ
、
農
業
以
外
の
稼
を
貢
租
額
の
査
定
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
時
、
「
耕
作
専
～
」
の
村
落
に
対

し
て
、
そ
の
例
外
と
な
る
村
落
を
同
時
に
許
容
し
、
か
つ
そ
の
「
長
柄
」
を
把
握
す
る
手
順
を
地
方
役
人
に
周
知
さ
せ
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
近
世
の
「
山
方
」
概
念
は
、
そ
の
よ
う
な
政
治
経
済
的
動
向
の
な
か
で
、
「
里
方
」
と
は
異
な
る
存
在
と
し
て
「
浦
方
（
浜
方
）
」

等
の
他
の
村
落
類
型
と
と
も
に
抽
出
さ
れ
、
幕
府
の
地
方
役
人
や
多
く
の
地
方
書
の
編
者
ら
に
よ
っ
て
、
肯
定
的
に
も
否
定
的
に
も
言
及
さ
れ

た
類
型
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
近
世
の
村
落
類
型
観
は
、
決
し
て
村
落
の
側
か
ら
自
然
発
生
的
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
地
方
行

政
の
現
場
の
立
場
か
ら
、
「
耕
作
専
＝
と
い
う
特
定
の
価
値
観
を
前
提
と
し
て
、
支
配
領
域
内
の
数
多
く
の
諸
村
の
経
済
的
差
異
を
把
握
す

る
必
要
上
、
意
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
特
色
を
持
っ
て
い
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
貢
租
額
の
操
作
と
い
う
地
方
の
実
務
に
即
し
て
運
用
さ
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れ
、
明
確
に
法
的
な
形
で
の
村
落
類
型
の
構
築
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
享
保
期
の
代
官
・
勘
定
吟
味
役
の
手

に
な
る
『
地
方
要
集
録
嚇
や
同
時
期
の
「
新
規
商
売
停
止
令
」
を
み
た
限
り
で
は
、
こ
の
頃
の
幕
府
の
地
方
行
政
に
お
い
て
、
村
落
類
型
的
な

語
彙
が
一
般
化
し
て
い
た
印
象
が
強
い
。
し
か
し
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
享
保
以
前
か
ら
も
類
似
の
視
点
や
用
例
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
享
保
改
革
を
そ
の
画
期
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
徐
々
に
顕
在
化
し
た
も
の
と
受
け
止
め
る
べ
き
だ
と
考
え
ら

　
⑰

れ
る
。①

た
と
え
ば
、
大
石
慎
三
郎
噸
享
保
改
革
の
経
済
政
策
隔
御
茶
の
水
書
房
、
一
九

　
六
一
、
～
磨
臼
～
一
五
一
頁
（
第
四
章
第
一
節
）
。
森
杉
夫
「
近
世
徴
租
法
の
転

　
換
…
；
立
引
検
見
取
法
か
ら
有
毛
検
見
取
法
へ
…
」
大
阪
府
立
大
学
紀
要
（
人

　
文
・
社
会
科
学
）
十
二
、
一
九
⊥
ハ
四
、
一
六
九
～
一
九
四
頁
。
同
門
近
世
に
お
け

　
る
徴
租
法
の
転
換
l
l
畿
内
綿
作
徴
租
法
を
中
心
と
し
て
1
扁
史
林
四
八
－
一
、

　
一
九
山
ハ
五
、
　
一
～
三
九
蟹
貝
。

②
太
閤
検
地
の
門
村
位
別
石
盛
駄
の
実
施
基
準
に
関
し
て
は
明
確
な
史
料
に
恵
ま

　
れ
て
お
ら
ず
、
状
況
註
拠
に
頼
っ
た
推
測
が
な
さ
れ
て
き
た
。
早
く
千
葉
徳
爾
が

　
土
壌
と
の
関
連
を
示
唆
し
て
い
る
の
が
目
を
引
く
が
、
松
尾
簿
は
商
工
業
活
動
や

　
旅
宿
の
収
益
ま
で
が
勘
案
さ
れ
た
と
推
測
す
る
。
し
か
し
松
尾
の
示
し
た
事
例
は
、

　
単
に
交
通
・
運
輪
条
件
の
差
が
反
映
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、

　
ま
た
土
壌
に
関
す
る
検
討
を
欠
い
て
い
る
。
一
七
世
紀
の
地
方
書
・
農
書
が
土
壌

　
の
評
価
に
強
い
焦
点
を
嶺
て
て
い
た
と
す
る
永
井
強
情
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
な
ら

　
ば
、
お
そ
ら
く
佐
藤
満
洋
が
推
測
す
る
よ
う
に
、
土
壌
お
よ
び
灌
瀧
、
交
逓
・
運

　
輸
条
件
が
「
村
位
」
に
反
映
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
無
難
で
あ
ろ
う
。
a
千
葉

　
徳
爾
「
伊
那
谷
の
山
間
村
落
の
品
等
と
林
野
土
壌
」
（
『
近
世
の
山
問
村
落
㎞
名
著

　
出
版
、
一
九
八
六
）
八
二
～
九
四
頁
。
b
松
尾
欝
「
太
閤
検
地
の
斗
代
に
つ
い

　
て
」
史
林
五
二
…
一
、
～
九
六
九
、
五
～
～
六
買
。
c
永
井
謡
歌
「
㎎
清
良
記
幅

　
お
よ
び
噸
弍
塁
裁
』
に
お
け
る
田
畑
位
付
－
近
世
初
期
農
書
の
性
格
I
l
⊥
農

　
村
研
究
五
四
、
一
九
八
二
、
四
五
～
五
四
頁
。
d
同
書
清
良
記
㎞
お
よ
び
『
弍

　
塁
徴
』
の
田
畑
分
類
…
検
地
と
の
関
連
に
お
い
て
一
」
農
村
研
究
五
五
、
一

　
九
八
二
、
四
四
～
五
七
頁
。
e
二
章
注
⑪
e
、
f
佐
藤
満
洋
「
太
閤
検
地
に
お
け

　
る
電
位
別
石
盛
り
制
の
研
究
（
～
）
～
（
五
と
大
分
県
地
方
史
五
八
・
五
九
・

　
六
～
・
六
二
・
六
三
、
～
九
七
〇
～
一
九
七
二
、
一
二
～
三
九
・
二
五
～
五
〇
・

　
六
九
～
九
二
・
二
一
～
四
〇
・
一
一
～
三
〇
頁
。
9
同
門
検
地
と
土
目
に
つ
い
て

　
1
永
井
氏
の
「
慶
安
二
年
㎎
検
地
仕
様
之
覚
㎞
に
お
け
る
土
目
」
に
よ
せ
て

　
一
」
日
本
歴
史
上
九
四
、
一
九
八
一
、
四
五
～
五
三
頁
。

③
な
お
永
井
義
釜
は
、
宇
和
島
落
の
寛
文
検
地
を
反
映
し
た
『
面
壁
載
』
の
「
所

　
柄
」
記
載
（
村
落
を
三
ま
た
は
九
に
位
付
け
し
た
も
の
）
を
土
壌
に
関
連
づ
け
つ

　
つ
も
、
噸
地
方
聞
書
廓
を
援
用
し
て
土
壌
以
外
の
側
面
が
反
映
さ
れ
て
い
た
可
能

　
性
に
も
醤
及
し
て
い
る
。
前
掲
②
d
永
井
論
文
。

④
近
世
初
期
に
お
け
る
村
の
位
付
け
に
際
し
て
門
村
柄
扁
が
勘
案
さ
れ
た
と
説
明

　
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
（
例
え
ば
神
崎
彰
利
㎎
検
地
…
縄
と
竿
の
支
配
」
｝
教
育

　
社
、
一
九
八
三
、
五
三
～
五
四
頁
）
、
太
閤
検
地
の
検
地
掟
に
は
「
村
柄
」
の
語

　
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
（
宮
川
満
『
宮
川
満
著
作
集

　
六
　
改
訂
　
太
閤
検
地
論
第
皿
部
－
基
本
史
料
と
そ
の
解
説
一
臨
第
一
書
房
、

　
～
九
九
九
、
三
二
三
～
四
〇
四
頁
（
第
三
章
）
を
参
照
し
た
）
。

⑤
　
二
章
注
①
f
『
近
世
農
政
史
料
集
江
戸
幕
府
法
令
隔
一
〇
六
号
史
料
、
上
巻
九
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｝
頁
。
本
条
文
の
う
ち
冒
頭
の
「
田
畑
石
盛
位
付
之
義
、
隣
村
之
盛
相
考
」
の
文

　
言
を
欠
き
、
「
山
方
・
野
方
之
…
…
」
以
下
が
ほ
ぼ
同
文
の
条
が
、
延
宝
五
年

　
（
一
六
七
七
）
摂
津
国
検
地
条
目
に
す
で
に
み
え
る
が
、
本
稿
で
は
文
意
が
取
り

　
や
す
い
貞
享
の
文
例
を
引
い
た
。
前
掲
注
④
宮
川
満
『
太
閤
検
地
論
策
四
部
隔
、

　
一
二
一
二
二
～
一
二
一
二
一
二
頁
。

⑥
　
二
章
注
①
f
『
近
世
農
政
史
料
集
江
戸
幕
府
法
令
』
一
一
七
号
史
料
、
上
巻
一

　
〇
二
頁
。

⑦
二
章
注
①
c
『
御
触
害
宝
暦
集
成
』
一
〇
二
〇
号
史
料
、
三
五
四
頁
。
陶
f

　
糊
近
世
農
政
史
料
集
江
芦
幕
府
法
令
』
二
五
八
号
史
料
。

⑧
二
章
注
①
e
隅
御
触
書
天
保
集
成
』
四
六
四
六
号
史
料
、
下
巻
一
四
三
頁
。
同

　
f
『
近
世
農
政
史
料
集
江
戸
幕
府
法
令
隔
四
＝
号
史
料
。

⑨
な
お
内
藤
正
中
は
、
『
田
法
記
』
の
著
者
岩
崎
左
久
治
を
、
一
七
世
紀
後
半
の

　
松
江
藩
に
お
け
る
地
方
鋼
度
の
整
備
確
立
に
貢
献
し
た
入
物
と
し
て
評
価
し
、
ま

　
た
こ
の
時
期
に
同
藩
に
お
い
て
商
品
作
物
の
栽
培
策
が
取
ら
れ
た
と
指
摘
し
て
い

　
る
。
内
藤
正
中
『
島
根
県
の
歴
史
暁
山
川
出
版
社
、
皿
九
六
九
、
八
八
～
九
　
頁
。

　
同
「
農
作
自
得
集
・
解
題
」
（
山
田
龍
雄
ほ
か
編
剛
日
本
農
書
全
集
九
』
農
山
漁

　
村
文
化
協
会
、
一
九
七
八
）
二
二
八
～
二
三
五
頁
。

⑩
　
さ
ら
に
隅
地
理
細
論
集
腫
は
、
糊
地
方
要
集
録
臨
が
「
惣
而
田
畑
取
箇
二
算
法

　
と
云
事
無
下
儀
二
候
。
畢
覧
地
方
巧
者
二
而
毛
見
検
分
之
上
、
整
骨
之
巧
者
を
以

　
て
五
壇
附
致
し
候
外
無
二
事
二
候
」
［
五
七
四
頁
］
と
述
べ
る
こ
と
に
対
し
て
、

　
次
の
よ
う
な
反
論
を
記
し
て
い
る
。
門
地
面
巧
者
に
て
思
案
考
の
功
と
い
ふ
事
、

　
道
理
は
至
極
尤
成
れ
ど
も
、
初
心
の
も
の
悪
敷
心
得
て
は
、
諸
事
自
分
計
の
了
簡

　
に
落
て
、
其
流
終
に
し
た
し
き
に
な
り
、
十
人
は
十
色
、
百
人
は
百
色
に
て
、
世

　
話
の
い
は
ゆ
る
寄
合
世
帯
と
い
ふ
も
の
に
成
り
て
、
云
伝
へ
教
へ
習
も
惣
て
廃
す

　
る
に
至
て
、
初
学
そ
れ
是
を
思
ひ
と
い
ふ
の
み
。
」
［
九
九
頁
］
　
結
局
の
と
こ
ろ
、

　
巧
者
が
思
案
を
し
て
貢
租
額
を
査
定
す
る
と
い
う
の
は
、
万
人
に
出
来
る
こ
と
で

　
は
な
く
、
本
来
の
算
定
法
を
な
い
が
し
ろ
に
す
れ
ば
無
秩
序
・
無
原
則
に
陥
る
危

　
険
が
あ
る
の
だ
、
と
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
佐
藤
信
淵
の
糊
農
政
本
論
㎞
（
天
保
三

　
年
（
一
八
三
二
）
）
も
こ
の
『
地
理
継
論
集
隔
の
見
解
に
同
意
し
、
門
其
髄
な
る
妾

　
り
物
も
な
く
、
唯
其
形
貌
の
繁
昌
な
る
等
を
見
込
に
、
実
利
の
有
無
多
少
を
審
に

　
算
当
せ
ず
、
推
量
の
み
に
て
石
盛
を
極
る
を
無
証
付
と
名
て
、
甚
だ
禁
ず
べ
き
こ

　
と
な
り
扁
［
八
四
頁
］
と
言
う
。

⑪
近
世
の
多
様
な
稼
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
深
谷
克
己
・
川
鍋
定
男
『
江
戸
時

　
代
の
諸
稼
ぎ
…
i
地
域
経
済
と
農
家
経
営
⊥
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
八

　
八
。

⑫
幕
末
の
儒
医
が
地
方
の
心
得
を
随
筆
風
に
ま
と
め
た
『
澹
浪
夜
話
』
に
は
、

　
「
山
林
の
民
」
と
「
海
浜
の
民
」
を
対
照
的
に
並
べ
た
部
分
が
あ
り
、
山
村
像
と

　
漁
村
像
が
対
置
さ
れ
た
好
例
と
し
て
み
れ
ば
興
味
深
い
。
「
山
林
の
畏
は
田
畑
す

　
く
な
け
れ
ば
、
薪
を
樵
り
、
炭
を
焼
、
薬
種
・
山
導
・
野
菜
・
木
茸
等
を
取
て
耕

　
に
代
べ
し
。
深
山
に
は
大
工
・
杣
・
木
挽
・
板
片
等
を
入
て
、
其
業
を
為
さ
し
め
、

　
極
深
山
に
て
材
木
黒
へ
出
し
が
た
き
所
は
、
其
材
木
性
を
察
し
て
、
器
財
を
作
り

　
出
す
時
は
、
手
軽
く
な
り
て
出
し
易
し
。
ま
た
深
山
谷
間
開
た
る
所
は
、
小
麦
・

　
蕎
麦
を
作
ら
し
め
て
、
蕎
麦
切
・
干
饅
饒
・
素
麹
・
干
菓
子
の
類
を
其
所
に
て
製

　
せ
し
め
、
里
へ
出
せ
ば
出
し
安
し
。
又
猟
師
を
し
て
其
鳥
獣
を
と
ら
し
む
べ
し
。

　
国
主
心
を
用
ゆ
れ
ば
、
天
地
の
問
に
業
の
な
ら
ぬ
所
は
な
し
と
聞
け
り
。
／
又
海

　
浜
の
民
は
曹
長
・
水
主
・
揖
取
と
な
り
、
他
国
へ
交
易
の
物
を
運
漕
し
、
又
は
海

　
草
を
採
り
塩
を
焼
、
網
舟
釣
舟
に
て
魚
の
大
小
強
弱
に
随
て
、
器
を
製
し
て
漁
猟

　
を
な
し
、
海
女
と
な
り
て
貝
類
を
採
ら
し
め
、
各
其
地
力
を
尽
し
て
天
地
の
賜
を

　
空
う
す
べ
か
ら
ず
。
」
ワ
一
九
頁
］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ

⑬
二
章
注
①
b
『
御
触
害
寛
保
集
成
㎞
＝
二
四
三
号
史
料
、
七
｝
二
頁
。
同
f

　
『
近
世
農
政
史
料
集
江
戸
幕
府
法
令
睡
～
六
八
号
史
料
。

⑭
　
二
章
注
①
f
隅
近
世
農
政
史
料
集
江
戸
幕
府
法
令
㎞
一
八
○
号
史
料
、
上
巻
～
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⊥
ハ
五
～
⊥
ハ
頁
。

⑮
深
谷
克
己
魍
百
姓
成
立
隔
塙
書
房
、

⑯
前
掲
⑪
、
二
五
頁
。

一
九
九
三
、
一
六
八
～
一
七
四
頁
。

⑰
敢
え
て
時
期
を
特
定
す
る
と
す
れ
ば
、
幕
府
領
に
お
け
る
寛
文
・
延
宝
の
再
検

　
地
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
可
能
盤
に
思
い
当
た
る
が
、
そ
の
点
は
後
考
に
ゆ
だ
ね

　
る
こ
と
と
し
た
い
。
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五
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
近
世
の
村
落
類
型
観
は
、
近
代
以
降
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
今
簡
単
に
そ
の
流
れ
を
整
理
し
な
お
せ
ば
、
｝
七
世
紀

後
半
よ
り
、
貢
租
額
の
操
作
に
際
し
て
商
品
作
物
や
農
業
以
外
の
稼
を
取
り
込
む
動
き
が
、
主
と
し
て
幕
府
と
一
部
の
藩
に
強
ま
り
、
地
方
役

人
や
地
方
書
の
編
著
者
の
問
で
、
「
村
柄
」
観
察
時
に
留
意
す
べ
き
様
々
な
村
落
類
型
が
意
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
な
か
で
「
耕
作
専
一
」

で
な
い
村
落
類
型
、
と
り
わ
け
「
山
方
」
は
、
一
方
で
は
「
稼
」
を
肯
定
さ
れ
な
が
ら
、
一
方
で
は
そ
れ
を
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
地

方
行
政
の
な
か
で
決
し
て
一
貫
し
た
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
た
と
は
遣
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
近
世
の
地
方
行
政
に
お
け
る
村
落
の
類
型

化
は
、
「
里
方
」
を
標
準
的
な
類
型
と
し
て
中
心
に
据
え
、
地
方
役
人
が
特
に
「
村
柄
」
に
注
意
す
べ
き
二
次
的
な
類
型
と
し
て
他
の
諸
類
型
、

と
り
わ
け
「
山
方
」
と
「
浦
方
（
浜
方
）
」
を
位
置
づ
け
る
構
図
を
も
っ
て
い
た
と
言
え
る
。

　
本
稿
は
地
方
書
の
活
用
を
目
論
見
た
が
、
残
念
な
が
ら
右
の
整
理
は
、
あ
く
ま
で
素
描
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
最

大
の
理
由
は
、
一
七
世
紀
の
地
方
書
が
量
的
に
少
な
く
、
一
七
世
紀
後
半
の
動
向
を
十
分
に
掴
む
に
は
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

地
方
書
総
体
の
史
料
批
判
に
踏
み
込
め
て
い
な
い
こ
と
も
、
詳
細
な
実
証
を
行
う
障
害
と
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
予
想
の
ほ
か
漁
村
に
対
す

る
地
方
書
の
言
及
が
少
な
い
こ
と
が
、
「
浜
方
」
・
「
浦
方
」
の
分
析
に
踏
み
込
み
に
く
い
原
因
と
な
っ
た
。
今
後
地
方
書
の
史
料
批
判
に
い
っ

そ
う
の
関
心
が
集
ま
り
、
ま
た
地
方
書
以
外
の
史
料
、
特
に
地
方
役
人
の
手
に
な
る
地
方
行
政
の
｝
次
史
料
を
用
い
た
検
討
が
成
さ
れ
る
こ
と

で
、
本
稿
の
想
定
を
詳
細
に
再
検
討
し
う
る
条
件
が
整
う
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
最
後
に
課
題
を
述
べ
て
結
び
と
し
た
い
。
第
一
章
で
触
れ
た
よ
う
に
村
落
類
型
と
は
単
な
る
用
語
の
問
題
で
は
な
く
、
支
配
領
域
を
傭
聾
す



地方書にみる近世の村落類型観（米家）

る
立
場
か
ら
み
た
村
落
像
と
い
う
性
質
を
帯
び
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
が
、
特
定
の
立
場
か
ら
村
落
類
型
を
抽
出

し
て
分
類
す
る
視
点
か
ら
自
由
に
な
る
の
は
、
思
い
の
ほ
か
難
し
い
。
近
世
史
研
究
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
近
世
歴
史
地
理
学
の
教
科
書
に
は
、

「
山
村
」
と
「
漁
村
」
の
項
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
筆
者
自
身
も
こ
れ
ま
で
、
「
山
村
」
の
語
に
科
学
的
・
客
観
的
概
念
規
定
に

は
な
じ
ま
な
い
性
格
を
感
じ
つ
つ
も
、
概
念
の
定
義
を
略
し
て
幾
度
と
な
く
用
い
て
き
た
。
山
村
や
漁
村
を
類
型
化
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
現

在
の
研
究
者
側
の
目
論
見
が
、
実
際
の
史
料
分
析
の
な
か
で
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
こ
と
が
無
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
村
落
類
型
概
念
も
ま
た
成
立

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
近
代
以
後
の
村
落
三
類
型
を
近
世
以
前
に
無
自
覚
に
投
影
し
て
い
る
側
面
が
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い

だ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
近
世
の
村
落
類
型
観
と
近
代
の
そ
れ
と
の
繋
が
り
が
問
題
と
な
る
。
左
に
掲
げ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
慶
安
の
御
触
書
」
が
明
治

期
に
漢
文
調
に
「
翻
訳
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
其
二
七
、
山
村
・
水
郷
ハ
、
共
二
各
々
余
業
二
塁
力
シ
、
毎
日
僻
弛
ナ
ク
営
業
セ
ヨ
。
而
シ
テ
風
雨
・
疾
病
時
二
営
業
ヲ
廃
セ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
。
故
二
余
業

　
　
ノ
獲
利
ヲ
濫
消
ス
ル
勿
レ
。
其
二
八
、
山
村
・
水
郷
ハ
、
自
カ
ラ
戸
口
繁
庶
ニ
シ
テ
、
意
外
ノ
巨
利
ヲ
占
取
ス
可
ク
、
山
村
ハ
則
チ
薪
柴
・
木
材
ヲ
輸
売

　
　
シ
、
書
取
柑
子
ノ
属
ヲ
販
売
シ
、
水
郷
ハ
則
チ
食
塩
ヲ
製
造
シ
、
或
ハ
鱗
介
ヲ
漁
獲
ス
ル
が
如
キ
、
其
産
物
多
キ
カ
為
メ
、
常
二
産
業
二
乏
シ
カ
ラ
ズ
ト

　
　
為
シ
、
覚
二
将
来
ヲ
遠
慮
セ
ズ
、
随
テ
得
レ
バ
産
ジ
、
一
決
ビ
凶
年
・
饒
歳
二
値
フ
有
ラ
バ
、
諏
チ
無
難
苦
反
テ
郊
居
ノ
民
二
倍
葎
シ
、
餓
死
最
モ
多
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
ト
聞
ク
。
常
二
凶
轍
ノ
困
苦
ヲ
遺
忘
ス
ル
勿
レ
。

「
山
方
」
は
や
は
り
「
山
村
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、
「
浦
方
」
は
「
水
郷
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
漁
村
」
の
語
が
「
翻
訳
」
に
際
し
て

考
慮
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
江
戸
幕
府
の
農
政
を
継
承
す
る
立
場
に
あ
っ
た
明
治
政
府
が
、
近
世
期
の

村
落
類
型
観
か
ら
全
く
自
由
で
あ
っ
た
と
は
思
い
に
く
い
。
た
だ
、
「
野
方
」
が
村
落
類
型
と
し
て
は
生
き
残
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

り
、
近
世
の
村
落
類
型
観
が
単
純
に
継
承
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
一
九
世
紀
以
降
の
村
落
類
型
観
の
変
遷
に
つ
い
て
筆
者
は
何
ら
言

及
す
る
用
意
が
な
い
が
、
「
農
村
」
を
村
落
類
型
の
筆
頭
に
置
く
判
断
は
、
「
農
村
」
を
標
準
的
村
落
像
と
し
、
「
山
村
」
・
「
漁
村
」
に
は
別
の
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役
割
を
与
え
よ
う
と
す
る
点
で
、
近
代
に
継
承
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ち
ょ
う
ど
右
の
御
触
書
の
翻
訳
に
お
い
て
「
か

せ
ぎ
」
が
「
余
業
」
と
翻
訳
さ
れ
て
い
る
所
を
み
れ
ば
、
農
業
と
農
業
以
外
の
稼
を
分
離
す
る
視
点
も
ま
た
、
明
治
に
受
け
継
が
れ
た
と
想
像

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
問
題
関
心
を
同
じ
く
す
る
方
の
ご
教
示
を
お
願
い
し
た
い
。

　
①
大
猛
省
編
『
徳
川
理
財
会
要
㎞
（
滝
本
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　　　　　　　Locational　Classification　of　VMages

by　the　Civi1　Administrators　of　Early　Modern　Japan

by

KOMEIE　Taisaku

　．Japanese　politicians，　social　scientists，　and　schoolteachers　have　used　a　triadic

model　of　vMages　to　classifY　settlements　by　their　locatioR　and　economy：　rural

villages　in　plain　land（n6－son），　mountain　v－ages（san－son），　and　fishing　viliages（gyo－

son）．　Their　custorn　to　distinguish　these　tlMree　types　of　villages，　which　has　had　a

strogg　influence　on　the　Japanese　way　of　seeing　rural　settlements　or　the　country

side　area，　takes　its　origin　in　the　civil　administration　in　the　seventeenth　and

eighteenth　centurtes．　Reading　jikata－sho　or　the　handbooks　for　govemment

othcials　written　by　admmistrators　in　the　Tokugawa　shogunate　and　some　domains，

the　author　iEustrates　how　and　why　they　came　to　use　the　concept　of　vMage　type．

The　handbooks　of　the　eighteenth　century，　mostly　written　by　the　Tokugawa

othcials，　demaRded　that　they　themselves　observe　the　geographical　condition　of

each　vfilage　in　order　to　assess　its　amual　tax．　These　administrators　had　to

recognize　some　economic　distinction　between　a　paddy　village　in　alluvial　plain（sato－

gata）　and　other　special　types　of　non－agriculturai　economies：　such　as　mountain

villages　dependent　on　forestry（yama－gata）　and　fishing　vilages　at　seaside（ura／liama－

gata）．　Ultimately，　the　paper　demonstrates　how　this　agro－centric　view

differentiated　between，　and　thereby　classdied，　villages　into　one　standarid　type　aRd

other　secondary　or　peripheral　ones．
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